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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（髙久武男君） 散会前に引き続き本日の開

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は32名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（髙久武男君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（髙久武男君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告書に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 君 

○議長（髙久武男君） 初めに、21番、山本はるひ

君。 

〔２１番 山本はるひ君登壇〕 

○２１番（山本はるひ君） 皆様、おはようござい

ます。 

  このたびの質問は、これまでの議会でほかの議

員が質問されたことも含めて、今後検討する、研

究していきたいと答弁のあったことを中心に、那

須塩原市の観光のアピールについて、広報紙やホ

ームページでの情報提供のこと、さらに、これま

で議会では余り話題にならなかった市長交際費や

職員互助会への公費支出のことなどです。項目が

多いのですが、時間の許される限り質問を深めた

いと思います。 

  それでは、通告に従って一般質問をいたします。 

  最初に、公民館の駐車場整備について。 

  ①いきいきふれあいセンターには、黒磯公民館

だけでなく社会福祉協議会、消費生活センター、

子育て相談センターなど生涯学習や地域福祉の拠

点として、大人だけでなく乳幼児を連れた人、車

いすを使う人など常に多くの市民が利用するとこ

ろです。ところが、奥の駐車スペースは雨が降る

と水たまりができて、足元が不安定で歩きにくい

状況になっています。また、ところどころに木が

残されていて、駐車のラインがわかりにくいこと

から、小さな事故も起きています。これからの季

節、雨や雪が降り、砂利の駐車場は、ベビーカー

や子供連れの人にとっては大変に危ない状態にな

ります。 

  そこで、ここの駐車場の整備についてどのよう

にお考えかお伺いいたします。 

  ②として、新しくでき上がった西那須野公民館

の駐車場についての質問です。 

  ここは駐車スペースがわずか12台分しか確保さ

れていません。公民館としては余りにも数が少な

いことから、利用者が困っています。今後ふやす

予定があるのか、その対策についてお伺いいたし

ます。 

  ２番目の質問は、広報「なすしおばら」の配布

方法の一本化についてです。 

  広報「なすしおばら」の配布方法は、来年の４

月５日発行分から新聞折り込みにするか、自治会

長、行政連絡員などを通しての配布にするのか、

統一することになっています。もうそろそろ結論

を出す時期に来ていると思うのですが、具体的に

どのようにして決めるのか伺うものです。 

  ３番目の質問は、ホームページの掲載基準につ
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いてです。 

  ホームページをつくっているのは、各課の職員

ということで、任せているとのことですが、基本

的な部分については同じ基準で統一して、情報の

提供をすることが市民サービスだと思います。ど

のようにお考えでホームページをつくっているの

かお伺いいたします。 

  ４番目の質問は、職員互助会への公費支出につ

いてです。 

  市は、職員互助会に対して補助金を出していま

すが、その理由について伺います。 

  また、その補助金をどのようなことに使ってい

るのか、そのことに問題はないのか伺います。 

  次に、５番目の質問は、市長交際費についてで

す。 

  市長交際費の使途基準について、基本的な考え

を伺います。 

  ６番目は、職員の労働時間と勤務状況について

です。 

  １として、昨日の磯飛議員の質問と重なる部分

がありますが、そこは、その続きということで質

問いたします。 

  合併のすり合わせ作業が一段落し、この議会で

減額補正されている人件費は、多分時間外勤務の

ことだと思いますが、職員の時間外勤務の現状と

正規の休暇がとれているのか、また、有給休暇の

取得日数について伺います。 

  特に、土、日勤務のある公民館、図書館などの

職員の勤務体制について、きちんと休暇がとれて

いるのか、そのことに問題は起きていないかにつ

いてお伺いいたします。 

  ２番目に、職員の自宅休養の実態と市が行って

いるメンタルヘルスケアについての状況について

お伺いいたします。 

  ７番目の質問は、塩原温泉開湯1200年記念祭の

イベントの継続についてです。 

  今年度行われているさまざまなイベントは、集

客や宣伝には効果があったと思います。今後、そ

の中の幾つかのイベントは継続していくことで、

さらに塩原温泉、那須塩原市の知名度アップに効

果があると思われます。来年度以降も続けていく

イベントについて伺うものです。 

  最後の質問になります。本州一の生乳産地のア

ピールについてです。 

  本州一の生乳産地を観光客にアピールするため

に、那須塩原駅前に乳製品に関連した立体的なモ

ニュメントを置いてはどうでしょうか。市内には、

牛乳を初めとして乳製品の製造をしている企業は

ありますが、「那須塩原」の名を使った製品は見

当たりません。今後、市が独自に乳製品の開発を

することは難しいと思いますが、企業に対して、

那須塩原をつけた牛乳や乳製品を積極的に売り出

すようなことを申し入れてはいかがでしょうか、

お伺いいたします。 

  以上、８項目についてが質問のすべてです。こ

れで最初の質問を終わります。お答えのほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  21番、山本はるひ議員の市政一般質問にお答え

をいたします。 

  私からは、７番目の塩原温泉開湯1200年記念祭

のイベントの継続についてお答えをいたします。 

  開湯1200年の事業でございますけれども、来年

度以降の継続事業といたしましては、開湯1200年

記念事業は年度内の事業でありまして、まだ実施

中でありますが、現段階での実行委員会からの報
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告では、地元観光団体が中心となり、開湯1200年

事業は「和」を基調として取り組んできたことか

ら、これからも塩原温泉は「和」を基調として観

光振興を展開したいとの意向であり、邦楽コンテ

ストなどを新たな取り組みとして展開していきた

いと伺っております。 

  また、観光マイスター事業としての人材育成事

業や湯祭り（平安絵巻行列）、流し踊りなどにつ

きましても、新たな形での祭りとして、今後、観

光団体等に引き継がれるものと伺っておりますの

で、これらを契機といたしまして、塩原温泉のさ

らなる振興、発展に期待をするところでございま

す。 

  このほかにつきましては、助役、教育部長、企

画部長、総務部長、産業観光部長より答弁をいた

させます。 

○議長（髙久武男君） 助役。 

○助役（坪山和郎君） 私の方からは、職員の労働

時間関係のご質問にお答えいたします。 

  まず、時間外勤務の状況でございます。 

  平成17年度と18年度の４月から10月までの時間

外勤務の状況は、時間数で17年度が７万1,812時

間、18年度が５万8,757時間であり、１万3,055時

間の減となっておりまして、率にいたしますと、

約18％の減となっております。また、土曜、日曜

に勤務した場合は、別な日に休みを振りかえるこ

ととしております。 

  次に、有給休暇の取得日数についてでございま

すが、平成17年度の平均取得日数は、約11日とな

っております。公民館などの土曜、日曜日が勤務

の職場の勤務体制は、年間のスケジュールの中で

週休日を指定し、対応しておりますので、問題は

ないと考えております。 

  ちなみに、旧黒磯市におきましては、以前から

市民サービスの向上のため、公民館などに勤務す

る職員は土曜、日曜日を勤務する体制をとってお

りますが、特に勤務体制や休暇取得などで問題が

あるという報告はございません。 

  次に、職員の自宅休養とメンタルヘルスケアに

ついてお答えをいたします。 

  まず、18年度精神的な疾患で病気休暇をとった

職員は９名おり、そのうち２名が休職となってお

ります。 

  次に、メンタルヘルスケアとして実施したカウ

ンセリングの実施回数、人数でございますが、平

成17年度は20回実施し、延べ99人が相談をしてご

ざいます。今年度は、11月１日現在で10回実施し、

延べ45人が相談をしております。 

  また、カウンセリングの効果でございますが、

悩みを打ち明けることにより悩みが軽減されたり、

いやされたりするほか、どう対処していいかわか

らない場合のアドバイスなどは、職員にとって気

持ちが軽くなるというような効果があると考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 私から、３点ほど質問

をいただいておりますので順次お答えをしてまい

ります。 

  まず、１点目でございますが、広報「なすしお

ばら」の配布方法の一本化につきまして、広報の

配布方法につきましては、合併協議の結果、広報

の配布は当面現行のとおりとする。なお、配布方

法を統一するため新市において速やかに検討する

ということになりました。現在まで、合併前の方

法、黒磯地区におきましては新聞折り込み、西那

須野地区、塩原地区は自治会配布を継続して行っ

てきたところであります。 

  合併協議の結果を受けまして、配布方法の統一

を図るためには、自治会、行政区の代表である自
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治会長さん、あるいは行政区長さんのご意見を参

考とさせていただきたいということから、自治会

区長会役員の合同会議におきまして、広報配布の

現状を説明させていただきまして、各自治会、区

長会としてのご意見を伺ったところでございます。

今後、各自治会、区長会からのご意見等を参考と

させていただきながら、それぞれの方法のメリッ

ト、デメリットがございますけれども、平成19年

度から統一を図ってまいりたいというふうに考え

ております。 

  続きまして、ホームページの掲載基準でござい

ますが、現状では、確かに課によって提供してい

る情報にばらつきがあるというふうには考えてお

ります。しかしながら、現在の市のホームページ

につきましては、那須塩原市広報広聴規程により

まして運用を行っているところであります。具体

的にどのような情報を掲載するかは、各課の判断

にゆだねているという状況にございます。 

  提供できます情報につきましては、課によって

さまざまであり、統一した情報提供というのは具

体的には大変難しいというふうに思っております。

重要な点といたしましては、市民が欲しい情報が

掲載されているか、また、それが見つけやすいか

どうかと考えているところであります。 

  したがいまして、今後は市のホームページ上で

市民の皆様のご意見、ご要望をお寄せいただける

ページを設置するなど、内容の点検をしながら各

課に情報の掲載を促し、欲しい情報が掲載されて

いる充実したホームページの作成に努めてまいり

たいと考えております。 

  続きまして、市長交際費についてお答えをいた

します。 

  市長交際費は、市政運営の円滑な執行を図るた

め、市民または市長の代理者が市を代表して外部

と交際するための費用ということで、慶事、弔事、

見舞い、それから会費などに支出をしております。 

  現在の本市の市長交際費の使途基準は、合併時

に旧市町の基準をすり合わせて定めております。

支出の基準といたしましては、慶弔に係る香典、

見舞い、あるいは祝賀会、式典等における祝い金

や飲食を伴う会議等の会費と、その他特に市長が

必要と認められた場合の支出となっております。 

  １点、ちょっと訂正をお願いしたいと思います

が、市政の円滑な執行を図るため、市長または市

長の代理者ということで、訂正をお願いしたいと

思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） それでは、私の方から、

１の公民館の駐車場につきましてお答え申し上げ

たいと思います。 

  まず、いきいきふれあいセンターの駐車場整備

についてでございますけれども、センターの奥の

駐車場につきましては、約70台の駐車スペースが

ございます。毎日多くの利用者の車が出入りして

いる、こういう現況であります。しかし、降雨時

におきましては水たまりができてしまう状況であ

りましたので、先般、砂利を敷き、水たまりがで

きないよう整備をしたところであります。 

  駐車のラインにつきましては、ロープを張って

駐車スペースを確保している現状にあります。 

  次に、西那須野公民館の駐車場でございますが、

この公民館は、国の補助金を受けて整備している

太夫塚公園に位置づけられております。西那須野

公民館は、その公園の中に建設された体験学習施

設でありますので、駐車スペースは最小限に制限

をされております。また、公園に近い土地を駐車

場敷地として利用したく、現在まで地権者と交渉

を行ってきましたが、どうしても了解が得られま

せん。こういう状況にあります。 

  今後とも駐車場の増設につきましては検討して
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まいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 次に、総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 私からは、職員互助会

に関するご質問にお答えをいたします。 

  民間企業で働く労働者の福利厚生につきまして

は、労働安全衛生法第69条及び第70条で、事業主

が健康の保持増進のため必要な措置を講ずるよう

規定をされておりまして、地方公務員につきまし

ては、地方公務員法第42条に、地方公共団体が職

員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項に

ついて計画を樹立し、実施すべきことを定めてお

ります。 

  本市におきましては、この福利厚生に関する事

業の一部を職員互助会が市にかわって実施してい

ることから、事業の要する経費の一部を補助金と

して職員互助会に支出しているものであります。

職員互助会は、福利厚生事業といたしまして人間

ドックや脳検診、リフレッシュ旅行、通信教育等

に対する助成事業を行っておりますが、補助金は

この助成事業の経費の一部に充てられております。 

  最初に申し上げましたとおり、市は事業主とし

て職員の保健、元気回復等の福利厚生事業を行う

責務を有しており、補助金の交付に関し特に問題

があるとは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 次に、産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは、私から

は最後になりますが、本州一の生乳産地のアピー

ルについてお答えをいたします。 

  那須塩原駅前に乳製品に関連したモニュメント

を置いてはどうかとのご質問でありますが、那須

塩原駅は、塩原温泉、板室温泉などの玄関口とし

て数多くの観光客が乗降をしております。観光客

にアピールするためにはよい場所であると思いま

すので、モニュメントに限らず、ＰＲ用の看板な

ども含めて検討していきたいと考えております。 

  続きまして、「那須塩原」の名を入れた乳製品

を売り出すことの申し入れについてですが、那須

塩原の名を入れることになりますと、市内の生乳

に限定する必要があります。生産数量やコスト面

などの課題もあり難しいと思われますが、関係企

業、団体に働きをかけてみたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、再質問をい

たします。 

  順番どおりに質問をしたいと思ってはいたんで

すが、ちょっと順番を変えて、一番最後の問題か

ら先にさせていただきます。 

  本州一の生乳産地のアピールということについ

てなんですが、先ほどの部長の答弁で、駅の前の

モニュメントなどについては考えていきたいとい

うことで、戸田の調整池に今ある、牛の親子のモ

ニュメントが置いてあるんですが、ぜひあのよう

な、何か親しみやすいモニュメントを駅の前に置

いていただくことで、看板で字が書いてあるとい

うのではなくて、そういう一目見て、ここは牛乳

の産地なんだということがわかるような、そうい

うモニュメントをぜひ設置するような方向に持っ

ていってほしいと、これは要望いたします。 

  それから、那須塩原の名を使った製品は難しい

ということなんですけれども、確かにそれは企業

に聞いても、コスト面で難しいと、それから、牛

乳のもとになるものが全部那須塩原市でできたも

のだけとは限らないということだったんですけれ

ども、それでも何らかの方法で、例えば牛乳その

ものではなくても、それを使った製品にそういう

ものを入れるというようなことででも、何かせっ

かく市の名前が、那須塩原市になったということ
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で、積極的にそういうことを進めていただくよう

な方策というのは考えられないんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 先ほどご答弁申し

ましたとおり、関係企業、団体等には働きをかけ

てみたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そういうふうにぜひや

っていただきたいと思います。 

  関連して、今、那須塩原市の観光協会を初めと

として牛乳などの生産の団体、それから牛乳の製

品をつくっている市内にある企業などが、那須塩

原市の中で本州一だということをアピールするた

めに、牛乳の日をつくりたいというような考えを

持って、今一生懸命考えているということを聞い

ております。 

  これに関しては、牛乳といえば北海道というイ

メージが余りにも強過ぎて、那須塩原市を宣伝す

るためには、ぜひ何か積極的な方法を持たないと

できない。そのことがひいては那須塩原市という

ことで、板室温泉とか、それから塩原温泉を初め

として、観光へのアピールになるんだろうという

ことで考えているというふうに聞いております。

それにつきましては、団体がとても積極的なんで

すけれども、やはり市の方がそれにお墨つきを与

えるというような形で応援していくことが官民共

同というような考え方からすると大切なんだと思

いますが、それについてはいかがお考えでしょう

か。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 確かに黒磯の観光

協会の中に牛乳の消費に関する組織協議会をつく

りまして、いろいろな形で検討されている最中で

ございます。例えば黒磯の駅前に看板を出したら

どうかとか、今、議員がおっしゃった牛乳の日を

設けたらどうかとか、そういったことを、今観光

協会の組織の中で検討中でございまして、その検

討の結果がまとまれば、市の方にもそれなりの要

請が出てくると思いますので、その時点で十分に

検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） その点については大変

前向きなご意見をいただいたというふうに思いま

す。それで、この牛乳の日だけではないんですが、

アピールするということで観光協会が中心になっ

てやっているものも、もうそろそろ多分年内には

話がまとまっていくものだと思われます。 

  それで、何か物事を決めていくときには必ず予

算というものが伴うんですが、このことに関して

は、考えている団体がとても大きな組織を持って

いたり、その下に酪農家である、あるいは企業で

あるというようなものがついているので、私は、

市としてはお金のことではなくて、そういうもの

を設けるという発想とか考え方に対して、やはり

積極的な支援をしていくという、そういう姿勢を

持っていただきたいと思います。 

  これから多分要望とかが出てくるのかもしれな

いんですが、そのときには予算的にできないとい

うようなお答えをいただかないような形で、ぜひ

やっていただきたいと思うんですが、その点につ

いて、もう一度いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 十分に検討してい

きたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 
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  一番最初の駐車場のスペースに関してなんです

が、いきいきふれあいセンターの駐車場スペース

については、以前、黒磯市のときにもほかの議員

が質問をした経緯があります。そのときにも、や

はり台数が少ないとか、下のところの整地状態が

よくないということで出ていたことに対して、そ

れについては検討してまいりますというようなお

答えがありました。 

  現在、確かにいきふれの後ろの方に砂利を敷い

て、前よりはいい形にはなっていると思うんです

が、現実、やはり先ほど申したように子育て支援

センターとか、それから福祉協議会などがあって、

子供を連れてベビーカーを押すようなお母さんた

ちの姿は、雨の日だと大変になっております。こ

の場所は木が植わっていて、借地の関係でだめだ

というようなことだったんですが、もう少し積極

的な形で、何か使いやすい駐車場にするという考

えはないんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 確かに木が、多分十五、

六本真ん中に残してあります。そういう状況もあ

りますので、借地の関係もありますから、よく地

主等々と協議をして、できれば木の方も処分して、

少しでも使いやすいようにできればと思っており

ますけれども、相手のある話ですので、もう少し

検討させていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） それでは、入り口に近

いところの入った左側のところに、公用車がたく

さんとめてあると思うんです。事情があって、そ

こにとめざるを得ないとは思うんですが、子供を

連れたお母さんたちとか、やはり障害を持ってい

る方なんかが奥へ行かなければとめられないとい

うようなときに、ここをあけてくれたらなという

ような意見を聞きます。それについては、何かお

考えがあるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） その点については、公

民館は教育委員会が所管しておりますけれども、

入っている部局は多方面にありますので、私ども

の一存で云々という話になりませんので、内部で

よく協議させていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 確かにあそこに置かれ

ている公用車は、多分福祉の関係のものだと思う

んです。福祉部長、いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 場所がちょっと私、

特定ができないんですけれども、いきいきふれあ

いセンターの入り口の左側ということですか。公

園の方ですか。 

  確かに社会福祉協議会の関係車両というのは、

台数的に私ちょっとつかんでおりませんけれども、

相当数あります。それをどこに置くかということ

もちょっと考えなければならないと思いますので、

今、教育部長の方から話がありましたようなこと

も含めまして、内部で検討できればなというふう

に思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） いきいきふれあいセン

ターの駐車場については、まず絶対的な数が少な

いということはあると思います。夜などたくさん

会議が重なりますと、駐車場を探すために遅刻し

てしまうということが多々あります。それで、今、

部長の答弁にありましたように、福祉協議会の関

係の公用車が多いことも事実で、それがあそこの

場に置いてあるのは、そこに置いてあることが必

要だということもあると思うんですが、やはり公

民館なり、子育て相談センターなりが入っている
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多目的な施設だということを考えると、やはりそ

こを利用する市民の方々の駐車ということを優先

して考えていただく方がいいのだと思いますので、

ぜひこの点については検討を、本当にやるという

方向で検討していただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  西那須野の公民館の駐車のスペースについてな

んですが、先ほど太夫塚公園の中の施設だという

ことで、駐車場は最小限にとどめなければならな

いということだったということ、それはよくわか

るんですけれども、それでも12台分で、そこを西

那須野の公民館として利用する、あるいは学童ク

ラブとして学童保育のセンターにも半分なるとい

うような現実を考えますと、どんな事情があれ、

駐車場をもっと確保していかなければ、本当に使

いにくいものになると思うんですが、具体的には

本当に方策がないんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 先ほど答弁したとおり、

努力はしておったんですけれども、相手のある話

ですから、相手に了解をもらえなくて、周りに駐

車場ができていないと、こういう現況でございま

す。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） これ以上話しても、多

分水かけ論になって、どうしようもないとは思い

ますが、ぜひあそこの現状を、もちろんご存じだ

と思いますけれども、不便であってどうしようも

ないという事実はありますので、早急にどうにか

する方法をとっていただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  広報「なすしおばら」の配布方法の一本化につ

いては、昭和57年から旧黒磯市は新聞折り込みを

していたと。それから、旧西那須野町と旧塩原町

は自治振興と経費節減のために自治会からの配布

がよいということで、別々の方法でやっていたと。

先ほど答弁がありましたが、自治会の合同の会議

で意見を聞かれたと。多分聞き終わったんだと思

いますが、そこではどのようなご意見でまとまっ

たのか、各自治会の集まりごとにその結果をお知

らせいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） ７つの組織が現在ござ

いますので、まず、西那須野地区の区長会、連絡

協議会にあっては、今までどおり自治会配布がよ

いというふうな考えでございます。 

  塩原地区の、これは２つあるわけですけれども、

これが１つということで考えますと、自治会配布

と、従前どおりというふうな話になっております。 

  黒磯地区全体では４つの組織がございます。一

つ一つお聞きしましたところ、黒磯地区行政区長

会にありましては、新聞折り込みというふうなも

のが出てまいりました。それから、東那須野地区

区長会にあっては、自治会配布がよいというふう

な判断をいただきました。高林地区の区長会にあ

っては、市の判断にお任せするというふうなお話

でございました。鍋掛地区でございますけれども、

自治会配布がよいのではないかと、ただし最終的

には市の判断に任せるというふうな結果をいただ

いたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） そうしますと、６つの

自治会の長の集まりに聞いた結果は、自治会の配

布がいいというところが３つ、それから市の判断

に任せるというところが２つ、それから新聞折り

込みがいいところが１つということで、多数決と

いうようなことからいうと、おのずと結果は出て

いるんだとは思うんですけれども、市としては、

広報の意味というんですか、広報の目的というよ
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うなことに対しては、やはり情報を同時になるべ

く平等に伝えるというようなことが一番の目的だ

というふうに、以前の議会でもお答えいただいて

いたと思います。そういうものと、今回の自治会

の長の集まりに聞いた参考意見というんですか、

そういうものをどのような形で決めていくときに

判断材料として使うのか、その点についてお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 自治会あるいは行政区

長会、そういった組織の中でご意見をいただいた

わけですけれども、大変貴重なご意見ということ

で私どもとらえております。そういったものをま

とめまして、私どもの方で最終的には行政として

判断をさせていただいて、進めていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） この行政区長が、自治

会長の集まりに意見を聞いたということは、それ

が市民の意見の総意であるということで、多分全

員にアンケートをとるわけにはいきませんので、

そういう形で聞かれたんだと思いますが、単純に

その結果だけを聞きますと、先ほど申したように、

自治会が回覧する方がいいというような意見の方

が多かったと、自治会のあとにいる人の数を比べ

てみても、多分そういう意見だったんだというふ

うにはお聞きいたしました。 

  その辺のところは、市の当局の考え方とこの結

果を、多分いつまでといっても、そんなに長く先

に決めることではないと思いますので、やはりも

う少し具体的にどういう方向になりそうなのかと

いうようなことがわかれば、お答えいただきたい

と思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） いつまでに決定をして

お知らせをするというわけにもなかなかいかない

わけでございますけれども、限られた時間の中で

の動きということになりますので、私どもの方と

しては、一つの方向に向けた考え方を取りまとめ、

これに全力を結集してまいりたいというふうに思

っています。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 聞くところによります

と、４月５日号から統一した形で、つまりどちら

かの、もし黒磯の方式なら西那須野の部分と塩原、

塩原と西那須野の方式でいくなら黒磯というふう

に変わった配布のされ方になるわけですから、多

分もうそろそろ決めて、周知をしなければいけな

いと思うんです。 

  それで、その辺については、自治会長さんの中

ではいろいろな意見を聞いて活発に意見交換をし

ているんだと思うんですが、意外と末端の市民と

いうか、私たちも含めて市民の方々は、余りそれ

について、自分たちのところがどちらにしても変

わるんだというようなことは、余り考えていない

ように感じられます。どちらかというと、西那須

野の例えば３日、４日かかって配られているとこ

ろの方が、今度は新聞折り込みになるんだってね

みたいなことの方が、私の方には聞こえてまいり

ます。黒磯の方たちにとっては、何か新聞に入っ

てくるということが当たり前のことになっており

まして、４月５日号になったら、突然新聞に入ら

ずに、何日かして町内の回覧で回ってきたという

ようなことで、多分びっくり、あれというふうに

思うのではないかなというふうに思うんですが、

その辺のところを、どちらの方法に一本化するに

しても、周知の方法はどのように考えているんで

しょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） いずれの方法に統一を
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図るか、先ほど議員の方からもご質問がございま

したが、周知が大切だというふうに私ども考えて

おります。何らかの形で、あるいは広報「なすし

おばら」、そういったものも活用しながら、ＰＲ

に努めていく必要は大変重要であろうというふう

には考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） たまたま今周知は大切

だということなんですが、広報「なすしおばら」

というもの、市の広報紙というものは、そもそも

市民に情報を提供するというものだと思うんです。

そうすると、情報伝達の迅速性とかタイミングと

いうことがますます大切になってきているものだ

と思います。ホームページもありますし、いろい

ろな形で情報が伝わるということはあるんですが、

今考えられる限りは、この11万5,000の人口、４

万幾つかの世帯に対して、一番手っとり早くお知

らせができるのが、この広報だと思っています。

そういうことからいうと、広報はやはり公正さと

か平等性とか、それから迅速性というようなこと

が一番大切だと思われるんですけれども、また、

市当局も合併からずっとそういうことが大切だと

いうふうにおっしゃっていたと思うんです。 

  一方、自治会で配るということが自治振興のた

めとか、経費節減のためというようなことを言っ

ておりますが、私から思えば、その自治振興は別

に広報を配らなくても、ほかのことで十分にでき

るのではないかと思われますし、経費節減といっ

ても、何億もかかるものではございませんので、

その辺を考えたときに、この今回自治会の長の方

たちに聞いた結果と、今申したような目的との兼

ね合いについて、もう一度部長の方で、やはり考

えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 確かに合併前には２つ

の方法で取り組んで経過がございました。広報の

意味合いというふうなものが、大変確かに重要な

ものがございます。ご意見の中にもありますとお

り、やはり迅速性、こういったものは大変必要な

んだろうというふうに思っておりますし、もう一

方では、別な方法で行っております自治会のそう

いった取りまとめ、そういった中での必要性、お

のおのやはり今までご意見をいただいてきた２つ

のそういった重要な意味合いがあろうというふう

に理解しているところであります。 

  いずれかの一つの方向に一本化をしていくとい

うふうな命題があるわけでございますので、おの

おのやはりそういったやり方の中から一つの方向

性を出してまいりたいと。現在のところは、まだ

この方法を決定をしているわけではないというこ

とはご理解いただきたいと思いますし、広報紙の

重要性というのは、ますます今後とも高まってい

くというふうに私ども考えているところではござ

います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 市が自治会の会長など

に対しての説明では、もしも旧黒磯市の部分に自

治会からの回覧にするとしたら、班によってまち

まちだけれども、２日から10日かかるというよう

なことが言われたそうです。新聞で折り込まれれ

ば、もちろん５日と20日の朝、新聞をとった時点

で皆さんの手に渡ると。その２日から10日という

のは大変幅のある期間であって、15日たてば次の

号が来るのに、10日といえば、その直前になって

前の号が来るというような、多分これ現実を踏ま

えてのそういう記載だと思うんですが、そういう

ことが、それで迅速に情報を提供するという目的

にかなうのかどうか、あるいはこういうもので進

めていっていいのかというようなことについては、

いかがなんでしょうか。 
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○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 迅速性というふうなも

のに関しましては、やはり新聞折り込みといった

ものは、これに合致したものであろうというふう

に思っております。 

  それともう一方、自治会配布、この必要性とい

いますか、重要性、そういったものも十分に理解

をしているところではございます。この辺の兼ね

合いといったものが出てくるかと思いますけれど

も、十分にこの辺のところは、どちらにどうのこ

うのということで今の場では言えませんけれども、

十分に内部で精査をしていただいて、結論を出し

ていきたいというふうに考えます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） その点についてはわか

りました。 

  ではもう１点、自治会の加入世帯数は今３万

500ぐらい、それから、新聞の講読数がおよそ３

万5,800ということで市から発表されているんで

すが、そうしますと、自治会加入世帯が74％、新

聞講読が88％ということで、その差ですね。つま

りその辺のところで広報が個人的に配られないと

ころがいずれにしても出てくると。それについて

はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 自治会に加入をしてい

らっしゃらない市民の方が数的にはいらっしゃる

わけですけれども、市内の35の公共施設の窓口に

この広報紙を配布をさせていただいております。 

  今、市長の方からちょっとお話がございまして、

新聞折り込みも全く同じ状況ではございますけれ

ども、新聞を講読していない方あるいは自治会に

加入をしていない方、そういった方々が広報必要

であるというときには、35の公共施設の窓口にと

りにきていただければというふうなことで周知を

しているところでございます。 

  そのほか必要であれば、郵送料を負担していた

だいて、直接郵送させていただくというふうなシ

ステムも取り入れているところでございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。この点

については、今後４月に一本化して配布するとき

に混乱が起きないように、ぜひ迅速性と、それか

ら平等性、市の情報がきちんと伝わるという観点

でもって決めていただき、そして、そのことを変

わるところの地域の人に対して周知をしていただ

きたいと思います。 

  次に移ります。 

  ホームページの掲載基準についてですが、これ

は何度も議会で私も聞いておりますし、ほかの方

からの質問も出ております。規程によって運用し

ていて、各課にゆだねているんだということもい

つもお答えいただいているんですが、先ほど統一

が難しいんだということでしたが、市民が欲しい

情報をそこで見ることができて、それが見つけや

すいかというようなことが大切だというようなお

答えでしたので、各課に任せると申しても、例え

ば私がいつもこだわる市の審議会とか協議会とか、

そういうような市民が参加していろいろな市政に

対して考えを述べるような場の開催のお知らせと

か、傍聴ができるものなどございますので、それ

からその結果の公表については、その所轄の課に

よって非常にホームページへの掲載がばらばらだ

と思います。少なくともそういうことに関してだ

けは、各課にお任せするにしてもしないにしても、

統一した形で、トップページでお知らせいただく

というようなことはしていただけるのではないか

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 会議あるいは審議会
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等々の結果ですとか、そういったものについては

公表、これをホームページ等々で掲載をしていく

ということは可能であろうというふうに思ってお

ります。ただし全体を公表するというふうな、そ

ういったものにはなかなかいかない部分もあろう

かと思いますけれども、もう１点、統一基準をつ

くってはいかがかというようなお話もございまし

たが、これについてはある程度どの辺まで掲載を

するのか、そういったものについては、ちょっと

内部でも研究の余地はあろうかというふうに思っ

ております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ぜひそのようにしてい

ただきたいと思います。 

  それで、開催する日程について、これからこう

いう審議会が何日にどこで行われますというよう

なことぐらいは、やはりできるだけ早く統一して

知らせていただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  職員互助会への公費支出についてですけれども、

平成18年度の事業計画によれば、福利厚生事業と

慶弔給付事業の２つの事業があって、そのうち市

は福利厚生事業についてのみ市にかわって実施す

るということで、お金を出しているということだ

と思います。それで、今、国全体でこの互助会に

対してというか、福利厚生事業に対して税金を使

っていいのかというようなことがかなり言われて

いるところなんですが、那須塩原市の場合は、こ

の福利厚生事業に対しての補助金の割合はどのく

らいになっているんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  事業に対する補助金の支出の割合は約50％でご

ざいます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 現在、多分18年度の当

初予算から見ますと、全国市町村1,800ぐらいの

平均が43％ぐらいになっていると思うんです、公

費率が。今、職員に対する福利厚生事業は大切な

ものだと思いますし、そういうことに対して、特

に健康保持増進ということの観点からは、積極的

にやはりきちんと働いていただくために必要なこ

とだとは思いますが、これについては、常に住民

の理解が得られるように、やはり点検、見直しを

行って適正に事業を実施することというようなこ

とが、総務省からも昨年出ていたと思うんです。

そういうことの通達があったときに、市は見直し

をしたんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 一時、マスコミ等で大

きく報道された過剰と思えるような大阪市の例と

か、そういったものを考慮して当然見直しをいた

しました。補助金の額については、発足して２年

目になりますけれども、見直しも実施しておりま

すし、福利厚生あるいは元気回復の事業、内容を

見ても不適切と思うような内容はございませんの

で、現行の方式で実施をしているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 現在、県などでは全部

もう補助をやめて、直接市の方が必要なところに

お金を丸ごとそこに補助するのではなくて、例え

ば人間ドックを行った人に対して補助をするとい

うような方法が出てきていると思うんですね。私

は補助金をこれから考えていく、市の財政を考え

ていく面では、その方が適切な方法ではないかな

というふうに思うんですが、そういうことは今後

考えていくというお考えはございますでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 
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○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  職員互助会への公費の支出のもとになるのは、

職員の互助会の条例がございます。条例のまず第

１条の趣旨の中でも、いわゆる地方公務員法、法

の精神に基づき職員の福利厚生制度の適切な運営

ということで、法の趣旨にのっとって実施をして

おります。 

  つきましては、この実施をするについても役員、

その他制度のいわゆる議決機関ともいうべき評議

員制度もとっておりますし、そういったことを考

えまして、多くの職員の意見を聞きながら適切な

元気回復、あるいは健康回復の保持の事業をやっ

ていくということですから、現在の形でやってい

きたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 職員に対する福利厚生

事業というのは、本当に先ほども申したように大

切なことですので、ぜひいろいろなところで起き

ているような不適切な支出とか、それから市民に

対して何か不透明なことがないように、そして、

これからもますます職員の健康増進のために使っ

ていただきたいと思います。 

  それから、これは要望なんですが、やはり公費

補助の内容などについては、できればホームペー

ジなどでも半分ぐらいの市は公表しておりますの

で、そんなことも検討していただければと思いま

す。 

  次に移ります。 

  市長交際費についてです。市長交際費の使途基

準については、先ほどお話がございましたように、

地方自治法で決められている外部の個人や団体と

の交際、おつき合いのために要する費用で、それ

は市長の裁量によって執行できるというふうにな

っております。 

  那須塩原市の市長交際費を見てみますと、ほと

んどが先ほどお話にあった慶弔費とか、それから

飲食を伴うものへの会費とか、それからお祝い金

というふうになっておりますが、一つもう一回お

尋ねしたいんですけれども、いわゆる補助金を出

している団体に対して、市長が会長とか理事長な

どをしているそういう団体があると思うんです。

そういう外側ではなくて、内輪の団体というよう

なものに関して、幾つか交際費として使っている

部分があると思うんですが、それについてはどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 先ほど答弁申し上げま

した中で、会議等への市長の出席を要請されると

いう点が多々ございます。会議だけということで

あれば特に問題はないわけでございますけれども、

これはあいさつを要請されるというふうなものが

大半を占めるわけでございます。総会等々の後、

会食を、懇親を深めるというふうなものが幾つか

出てまいります。そういった中で、市長がそのま

ま何も持っていかずにというわけにいきませんの

で、会費等そういったものに充当される額につい

ては持参をするというようなものが何点かござい

ます。全く手ぶらでというわけにはいかない。や

はり儀礼的な範囲の中で、こういったものについ

て考えさせていただいている、一般通念上の問題

だというふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 市長交際費というもの

については、多分自治体によってとても考え方が

違うものだと思います。今回調べてみて思いまし

た。全くそういうものはもう要らないというよう

な、そういう行政も出てきているのが現実です。 

  それで、私はこの17年度、18年度の市長交際費

の内訳を見ていて、特にすごく問題になるという

ようなことがあるというふうには、個々それぞれ
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は思わなかったのですが、ただ、やはりおつき合

いをするという考え方の中で、ご自身が加わって

いるとか、トップをやっているところの団体との

おつき合いに対しての交際費の使い方ということ

は、やはりどういうふうに考えていいのかよくわ

からなくて、その基準をもう一度ちょっとお話し

いただければと思うんですが。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 市長がメンバーとなっ

ておる、あるいは会員となっておる、あるいはト

ップになっている組織というようなものがござい

ますけれども、やはり当然そういった会食を伴う

ものについては費用がかかるわけでございます。

補助金を出しているからといって、そういった席

に行きましたときに、用意されてしまったものに

手をつけないというわけにはいきませんし、やは

り今までのつき合いもございますので、必要なも

のについては、今後ともやはりきちんとした形で

情報公開等々に対応できるような内容での支出、

そういったものは考えていきたいと思っておりま

すし、年間を通して市長の交際費の支出について

は、私ども適切であろうというふうに判断はして

いるところでございます。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。では次、

慶弔の中の葬儀の香料などについて、相手先がす

べて消されているんですけれども、これは多分個

人情報を理由に公表されていないと思うんですが、

交際費として出すものであれば、相手先を公表す

るということが、それほど個人情報に触れるとは

思われないし、逆にこれをきちっと出すことの方

が、公正に使われているかということの判断にな

ると思うんですけれども、その辺についてはいか

がでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 慶弔費を支出した相手

方の個人名の公表の有無ということでございます

が、市内の14市をちょっと見てみますと、公表を

している市と、それから全くしていないところと

２つに分かれているようでございます。現在のと

ころ、那須塩原市といたしましては公表しないと

いうふうな方針で臨んでおりますので、今後、こ

の辺のところにつきましては研究をさせていただ

く要素ではあろうというふうに思います。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。ぜひ他

市町14のところと比べて、ちゃんと個人情報を理

由に公表しないということではなくて、公表でき

ているところもあるわけですから、ぜひそういう

形で前向きに検討していただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  職員の労働時間と勤務状況についてですが、こ

れは昨日の磯飛清議員の質問と一部重なる部分が

あるんですけれども、それを踏まえて再質問した

いと思います。 

  １つは、合併のすり合わせ作業が一段落したの

で、先ほどのように多分時間外の勤務が減ってき

ているというようなことだと思うんですね。予算

の中でも減額されていたという部分はそういう部

分ではないかなというふうに思っております。そ

の時間外勤務の現状について、それが適切かどう

かというのは大変難しい問題なので、ここでは触

れないでおきますけれども、１つだけ、前にこれ

についてはやはり質問が出ていたときにもお答え

があったんですけれども、現実、残業の把握とい

うのが個人の自分がするということを申し入れて

というか、命令はされるんですが、これまでやり

ました、ここまでやりましたというような形で把

握しているということだったんですね。そういう

ことで、実際きちんと時間どおりにしているのか、
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あるいはもっとやっているのに、それを出してい

ないのかというようなことで、やはり問題はない

のかどうかについてお伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  助役。 

○助役（坪山和郎君） 先ほど山本議員の方から超

過勤務の実際の時間数と申請の時間数が違うとい

うようなお尋ねがありまったかと思いますが、過

去におきましては、事後申請の時代にそういった

ことがままあるというようなことも聞き及んでお

りますが、現在、事前命令制を徹底しておりまし

て、事前に超勤を開始する前に所属長と面談をし

て、この業務でこれだけ時間をやりますというよ

うなことを徹底しておりますので、現在、そのよ

うなそごはないものと信じております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） たくさんの職員がおり

ますと、すべての方が皆、助役が思うように正し

いとは限らないということもあると思いますし、

現実にいつもいつも30分とか40分とか超勤をして

いるというような方もいる。一方で、３時間、４

時間超勤をしても、それをつけない職員もいると

いうふうなことが聞こえてまいります。それを個

人個人の問題だというふうに言ってしまえば終わ

ってしまうんですが、ぜひそういうことというの

は、どうしても個人とか課長に任せているという

ことではきちんとした把握ができないと思います

ので、私は、前に眞壁議員の質問のときにお話が

出たＩＣカードなどできちんと管理をするという

ような体制に持っていくということが大切なので

はないかと思うんですが、そのときは導入する考

えはないというふうな部長のお答えだったんです

が、今後、職員の管理のことなどもたくさん話題

になっていますので、その辺は見通しとしてはい

かがなんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 助役。 

○助役（坪山和郎君） 今、超過勤務時間と申請の

時間の差があるというご質問がありましたが、そ

れがＩＣカードを導入することによって解決され

るかということになると、実際には勤務実態、用

もないのに残っていてＩＣカードを30分後なり１

時間後なり差し込めば、それは同じでございます

ので、根本的な解決にはつながらないのではない

かなということでございます。 

  したがいまして、そのような勤務時間と超勤時

間の申請の時間の差、これについては、今後とも

厳しく事前命令を徹底するように指導してまいり

まして、より正確な勤務実態を反映させていきた

いと、このように考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 今はやはり公務員が民

間の企業との働き方のあり方がいろいろな形で問

題になっていると思うんです。そういうときに、

一般の企業でそういうＩＣカードを入れていると

いう時代に、自己申請だの許可だのということで

時間を把握するということは、50人や100人の行

政だったらできるかと思うんですが、1,000人に

もならんとするところでは、とても難しいのが事

実で、どういう方法をやっても問題はあると思う

んですが、ぜひ、やはりＩＣカードなり、それか

らパソコンなりで管理ができるような方向に持っ

ていくべきだと思います。 
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  次に、昨日公民館の職員の休暇のことが出てい

たんですけれども、きちんととれているというお

話でしたけれども、私は、中の職員は土、日とい

うような連休をとるという形で休暇をとっている

んですが、公民館の職員、現在すべてを全部確か

めたわけではないんですが、なかなか連休がとり

にくい形で、月曜日は休んでも土、日、月とか、

月、火とかとらないで週休２日をとっていると。

そうすると、それは同じ48時間休んだのでも全然

違うと思うんです。その辺についてはどういうふ

うに考えていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 助役。 

○助役（坪山和郎君） 公民館によりますけれども、

その勤務ローテーションというものがありまして、

なるべく連休がとれるような形の体制を組んでい

ると思います。 

  連休がとれないような場合、飛び休のような形

になる場合もあろうかと思いますが、これについ

ては長い職業人生の中で、数年間そういう職場に

在籍するというようなことにつきましては、ある

程度これはやむを得ないのかなと考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 現実の問題としてはよ

くわかるんですが、今の長い勤務の中で数年間公

民館の職員でいるというようなことがあって、そ

れは仕方がないというふうにおっしゃられました

が、それでは、もっと長い形でそういうふうな勤

務をなさっている方がないわけではないような気

がいたしますので、その辺については、やはり考

慮する必要があるのではないかというふうに思い

ます。 

  それからもう一つ、正規の休暇以外の有給休暇

についても、公民館の職員はとりにくい状況にな

っているのではないかと、それは実際に今までと

っている日数を比べてみても、少ないということ

は、とりにくい状況になっているのではないかと

思うんですが、その辺、人数の配分とも絡んで、

どのように考えていらっしゃるのか、お尋ねいた

します。 

○議長（髙久武男君） 助役。 

○助役（坪山和郎君） 土、日勤務の職場の平均の

取得日数は約９日となってございます。これは先

ほど答弁で申し上げましたが、職員全体の平均取

得日数が11日ということで、２日間ほど少ない状

況でございますけれども、これにつきましては、

ある程度の許容範囲かなと考えております。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） 個々の職員と平均した

ところではいろいろ出てくるとは思うんですが、

ぜひ連休ができるだけとれるような形で、やはり

公民館も体制をとっていくべきだと思いますし、

必要に応じてきちんと有給休暇もとれるような、

やはり少し人数的なものに関してのいろいろな考

慮というものが必要ではないかというふうに、私

は要望いたします。 

  それから、次にメンタルヘルスケアについてな

んですが、先ほど何日間やっているというような

ことが出ておりました。１つは、このメンタルヘ

ルスケアは体制づくりがすごく難しいんだと思う

んです。それから、個人の健康情報というものは、

やはりプライバシーとの問題がありまして、取り

扱いが難しいところだと思います。けれども、こ

の辺をおろそかにしていると、やはり心も体もそ

うなんですが、体調を崩して仕事ができないとい

うふうな実態になると思います。現在休んでいる

方は何人もいらっしゃらないようなんですが、や

はりもう少し体制を整えて、いつでも相談ができ

るというようなことをすべきではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 助役。 
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○助役（坪山和郎君） 心の病によって戦力を喪失

するということは、職場にとっても本当に損失で

ございます。確かに心の病に対する体制、これを

整えることは急務だと考えております。 

  このような観点から、平成18年度に本市の産業

医として精神科医の見川先生をお願いしまして、

精神科医によるメンタルヘルス研修会、これを７

月６日、13日と２日開催してございます。また同

時に、見川先生監修によります自己診断のソフト、

これの貸し出しを行っておりまして、自分でどの

程度のストレスがかかっているか、こういったも

のをチェックできるシステムを採用してございま

す。 

  従前から健康カウンセリングも行っております

が、これは月２回実施しておりまして、これも引

き続き実施してまいりたいと、このように考えて

おります。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） ぜひその点については、

今後も充実していってほしいと思います。 

  それで、このたび各地で起きている長期休暇を

繰り返してというような問題について、確認なん

ですが、この市ではございませんでしょうね。 

○議長（髙久武男君） 助役。 

○助役（坪山和郎君） ございません。 

○議長（髙久武男君） 21番、山本はるひ君。 

○２１番（山本はるひ君） わかりました。ぜひ、

そういうことが今後もないような形にしていただ

きたいと思います。 

  開湯1,200年のイベントについては、ぜひいい

ものは続けていっていただきたいというふうに思

います。 

  しり切れトンボになりましたが、これで私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で、21番、山本はるひ

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 松 原   勇 君 

○議長（髙久武男君） 次に、31番、松原勇君。 

〔３１番 松原 勇君登壇〕 

○３１番（松原 勇君） 31番、松原でございます。 

  ちょうどいいあんばいの時間を残していただき

ましたので、お昼までにはと思っております。き

ょうは、２問について一般質問をさせていただき

ます。 

  まず最初に、水道行政についてでありますが、

広漠たる原野に水を引こうと印南丈作、矢板武な

ど多くの先人が明治政府に懇願を重ね、飲用水路

開削の認可を得たのが明治14年のことであります。

西岩崎から導水し、那須西原、東原に那須疏水が

実現したのが明治18年のことでありました。以来、

生活用水として、また、かんがい用水として活用

され、今日のすばらしい田園都市が形成されてき

たのであります。 

  さて、那須疏水、県企業水を原水として上水道

事業が始まり、千本松浄水場、鳥野目浄水場を経

由して黒磯地域に約６万人、西那須野地域に４万

5,000人の生活用水が供給され、文化生活が営ま

れております。那須の深山から流出する原水は、

安全で安心できる水として日常生活に活用してい

るが、近年の環境の変化、生活用品の多様化から、

水質汚染が問題視されております。果たして私た

ちの信頼している那須の水は安全なのか等につい

てお尋ねをするものであります。 

  まず、１番でありますが、水道水の保全対策に

ついて。 

  １つ、那須疏水を原水として浄水場に取り入れ

ているが、流域において水質汚濁などが懸念視さ
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れているが、水質の保全、検査、監視体制と対応

策についてお伺いをいたします。 

  ２点目で、西岩崎地区の産業廃棄物処分場から

排出された水が那須疏水の幹線に流入したとされ

る問題について、市として、また県北健康福祉セ

ンターの対応はどのようにされたのかについてお

伺いをいたします。 

  ３点目は、那須疏水を原水として鳥野目、千本

松両浄水場が設置されていることについて、流域

沿線住民への理解と協力を得るためにどのような

方策とＰＲをされているのかについてお尋ねをい

たします。 

  次に、２問目でございますが、福祉行政につい

てでございます。 

  １つに、市営住宅の現状と今後の対応について

お伺いをするものであります。 

  １つに、市営住宅の竣工年度を見ると、昭和32

年ごろから昭和50年代と逐年の経過があり、建物

も老朽化が進み、生活環境も好ましくない住宅も

多く見受けられるのが現況であると思います。こ

れらの現況対応についてお尋ねをいたします。 

  ２つ目に、入居の条件として、住宅に困窮する

低所得者、また高齢者、弱者等を対象としている

が、入居者の動態はどのような状況になっている

のか、入居条件を満たしていても入居できないと

いう待機者への配慮はどのようにしているのかに

ついてお伺いをいたします。 

  ３つ目に、建築年の古いものから解体撤去の方

向で進行しているが、黒磯地区の住宅については

年度別に建てかえ計画が設定されているが、西那

須野、塩原地区の住宅については建てかえの計画

はないのであります。これらの整合性と地域住民

対応をどのように考えていくのかについてお伺い

をいたします。 

  以上について、１問目の質問といたします。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 31番、松原勇議員の市政一

般質問にお答えをいたします。 

  私からは、水道行政の②についてお答えをいた

します。 

  市の対応といたしましては、当該事案発覚後、

県による現地調査に市職員を同行させ、事実関係

の把握に努めるとともに、10月５日に私が知事に

直接会って、県においては事実関係及び原因の究

明を行うとともに、今後再びこのような事案が発

生することのないよう、当事者に対し厳しく対処

を願う旨のことを強く要望したところであります。 

  一方、県においては、現地調査のほか、産業廃

棄物処理法に基づき事業者から必要な報告を求め

るとともに、事実関係を調査した結果、この重大

さにかんがみ、11月27日付で事業者に対し、施設

の改善及び施設の使用停止30日間を命じる行政処

分を行ったところであります。 

  このほかにつきましては、水道部長、建設部長

より答弁をいたさせます。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 私の方からは、水道水

の保全対策のうち①と③についてお答えいたしま

す。 

  最初に、水質の保全、検査、監視についてでご

ざいますが、原水につきましては色度及び濁度、

phなど、毎日目視による検査を行うとともに、異

常がある場合には迅速な対応が行えるよう、毎日

24時間体制の監視を行い、水の安全を確認してお

ります。 

  また、水道法に基づく水質検査を定期的に実施
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していますが、今回、産業廃棄物処分場から排出

した水が那須疏水に流入した事態を踏まえまして、

大雨など水質汚濁が想定される場合は、臨時的な

水質検査や産業廃棄物に関する追加項目の水質検

査も実施しております。 

  そのような中で水源や水源付近などに異常が発

見されたときは、安全が確認されるまで取水停止

を行うとともに、異常水質等対策委員会を招集し

ていただきまして、関係課相互連携のもとで迅速

に対応してまいっております。 

  次に、ＰＲについてでございますが、水道事業

といたしましては、危機管理対策のこともありま

して、流域沿線住民へのＰＲは特に行っていない

ところでございます。 

  管理につきましては、那須野ケ原総合開発水管

理センター等も行っているほか、水道部におきま

しても随時行っております。さらに環境課の方の

産業廃棄物パトロールの方にも監視していただい

ているところでございます。 

  那須疏水の安全につきましては、今後とも十分

に監視してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 市営住宅の現状と今後

の対応につきまして、１から３までまとめてお答

えいたします。 

  老朽化住宅の対応についてのご質問ですが、昭

和32年ごろから50年代に建てた住宅は、現在445

戸あります。その中で空き家となっている老朽化

住宅については、順次取り壊しを実施していると

ころであります。また、現在入居している老朽化

住宅においても、住みかえ等を促して取り壊しを

図っていきたいと考えておりますが、住みかえに

よる環境の変化や家賃の変更等の問題もあり、思

うように進まない状況にあります。 

  次に、住宅に困窮する低所得者、高齢者、弱者

等の動態状況についてのご質問ですが、現在、市

営住宅に入居しているひとり親家庭は110世帯、

生活保護世帯は38世帯、70歳以上の高齢者だけの

世帯は92世帯の合計240世帯、入居率にすると

30.5％の世帯が入居しています。一方、入居条件

を満たしながら入居できない待機者のためでござ

いますが、これにつきましては、悪質滞納者や高

額所得者に対しては住宅明け渡しを請求し、でき

るだけ入居できる機会をふやしていきたいと考え

ております。 

  次に、市営住宅の建てかえ計画につきましては、

既存住宅の有効活用を最優先に、人口動態や民間

の賃貸住宅の動向及び県営住宅の整備状況等を勘

案しながら検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） この水質検査については、

今、答弁をいただきますと、必要に応じて、ある

いはまた定期的にしっかりと検討している、ある

いは検査をしているということでございますが、

一番心配をするところは、沿線をこの間もずっと

疏水の沿道を見て回りました。この状況も10年ほ

ど前にも私一度見たことがあるわけでありますが、

この那須疏水の沿線に看板がございます。どのよ

うなものがあるかというと、「上水道施設があり

ますので、水路に毒物や汚物、ごみを流さないで

ください」という看板が、旧西那須野地域であり

ますが、これは高林街道辺まででありますが、４

カ所ほどあります。それは、黒磯警察署、土地改

良区、西那須野町というものが書かれてあります。

塩原と書いてあるのが２カ所ほどあります。それ

からもう一つは、お知らせ板ということで、文面

はちょっと長いんですが、一応参考に読ませてい
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ただきますが、「この水路は農業用水の水路です。

みだりにごみや汚物などを捨てますと、法律によ

り罰せられます。万一ごみなどが用水路に入りま

すと、農業用水施設や農作物に重大な障害となり、

あるいは水路から水があふれて災害の原因となり

ます。このような場合は損害賠償の対象となりま

す。皆さんのこの用水路は絶対にごみなどを捨て

ないでくださるようお願いします。土地改良連合、

関係土地改良区、西那須野町、大田原警察署、大

田原保健所」。これが西那須から高林街道辺まで

に３カ所、第１分水に１カ所、そして、どこがこ

れを掲示しているかというと、那須野ケ原土地改

良連合、関係土地改良区、黒磯市、黒磯警察署、

大田原保健所、関東農政局とあるんですが、この

さきに申し上げました「上水道施設がありますの

で、水路に毒物や汚物、ごみを流さないでくださ

い」というのが、非常に文字が薄れて、しかも50

㎝の30㎝ぐらいの小さな看板なんです。 

  それからもう一つ、このお知らせ板で今表現の

細かく書いたものでありますが、これは、全体で

５カ所ほどございますが、そのうちの３カ所は全

く文字が見えない。何も書いていない。消えてし

まったわけですね。２カ所ぐらいが、今私が記載

してきたような文章が読めるんでありますが、こ

ういうことで、沿線住民の方々、あるいは那須疏

水を往来する方々に注意を、あるいはまた警告を

発して、できるだけ浄水場があるということの認

識をいただきながら協力を願うということで、当

初掲示をしたんだと思いますが、今、そういうも

のが非常に見にくくなったり、あるいは文字が全

く見えない、こういう状況があるんでありますが、

担当部局として、これらの確認、あるいはまた掲

載の必要性、当初の目的、これらについてはどの

ような対応や、あるいはまた現場の検視をなさっ

ているのでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） ただいま浄水場がある

旨の掲示看板のお話でございますけれども、掲示

看板につきましては、私の方も承知しております。

ただいま言われました大きな方の白い看板につき

ましては、ほとんど字が薄れて文字も読めない部

分が３枚ぐらいあったかなと。それから、小さい

看板の方は、赤いペンキを塗った上に黒とか白で

書いてある看板が旧西那須野町、または旧西那須

野町水道課というふうな名前も入りまして、掲示

されている状況については十分承知しております。 

  ただ、実際にこういうふうな危機管理上、道路

のそばに疏水が平行して走っているわけでござい

まして、そういうふうに毒物を捨てないでくださ

いというふうにお願いして、本当に毒物を捨てる

のが防止できるかどうか、そういうふうな非常に、

実際のところ、私の方も正直出したらいいのか、

出さないで、余りＰＲしないで、地域の方はそう

いうふうな施設が下流にあるということは知って

いるのではないのかなというふうに思いながらも、

現在考えているところでございますが、広い意味

で、疏水についての公共用水域というふうな定義

がございますので、河川とともに、環境保全の方

の面からもそういうふうな公共水域には、そうい

うごみとか毒物とか油等、そういうふうなものを

流さないようなＰＲを今後とも十分にしていった

らいいのかなというふうなことも考えているわけ

でございます。 

  また、水道サイドといたしましては、そういう

ふうなことも考えながらも、やはり安全な水の供

給はやらなければならないわけでございますので、

そういう毒物とか油とか、産廃関係の汚水とかが

流れ来るか来ないかにつきましては、十分に原水

の方で検査をしながら、安全な水の供給には努め

ていくように、自衛の方でも十分今後とも検討し
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てまいりたいというふうに考えているわけでござ

います。 

  看板につきましては、今後ともそういうふうな

こともございますが、やはり現在の看板が相当古

くなっていることについても承知しておりますの

で、そういう掲示した関係機関とも今後、若干な

りとも相談しながら研究してまいりたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） まずは、我々の生命を保

持する大切な水資源でありますので、この水資源

が那須の深山から流れてきて、私たちは那須山の

おいしい水をいただいているんだということが実

感できるような体制づくりというのは一番大事だ

と思うのであります。そういうことで、やはり今

まで掲示板でそうしたものの理解を促す、協力を

していただくということをやっていたんでありま

すから、この掲示板はやはりしっかりと明瞭なも

のでつくっていっていただきたいと思うんです。

これはもう時代が変わります、世代も変わります。

そういう中では、やはり未来永劫に、これは我々

の生活用水でありますから、これを安全、保全に

努めていただきたいと思います。 

  この浄水場も、千本松も鳥野目も視察をさせて

いただきました。今、民間委託でありますが、非

常にまじめに熱心に管理をしてくださっているこ

とを実感として把握をしたわけでありまして、そ

この部分の入ってくる水の安全管理については、

間違いなく安心できるなというのが実感でござい

ました。 

  １つはそういうことでありますが、市長からも

答弁をいただきまして、市としても知事に対して

厳重注意あるいはまた協力の依頼をなさったとい

うことでございますが、この点について一番今回

の問題になりましたのが、西岩崎にあります千佳

の処分場から出た水の件でございますが、この水

質検査について、業者が水質検査、毒物検査を行

ったということが新聞紙上で報じられておるわけ

でありますが、この水質検査が、あるいは流出し

た水の検査は業者がやったということでございま

すが、これは保健所あるいは市当局の担当部局が、

これらの検査についてどのような関与をなさった

のかについてお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的には、事業者が検査をするということに

なっております。事業者はしかるべき認証されて

いる機関、事業所が検査をして、そこのお墨つき

をもらって出してくるという形になりますので、

そこで内容については担保されているというのが

一般的な考え方でございます。 

  今回の雨水流出の関係につきましては、県の方

でそのような指導のもとに検査をした結果、異常

は認められなかったという報告を受けております。

市の方では、直接に検査する権限等もございませ

んので、県とともに同行するなりして、現場立ち

会い等を行っていくというスタイルになってきて

おります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） この点、検査については

設置業者がということで、きのうの質問の中でも

理解はしておるわけでありますが、やはり業者が

やることの信頼度、これは大変失礼になるかもし

れませんが、その辺に大変私は疑問を抱く一人で

ございます。今回もこの水が流れて那須疏水の幹

線に入ったということで、地元の住民が見たとき

には、泡もあったし、においもあったということ
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も出ているわけでありますが、実際にそういう状

況であったものが、これは集中豪雨や雨期の時点

で、今の段階でも出るということになれば、今後、

将来に向けても安定５品目だから心配はないのか、

必ずしもそういうものではない。泡立っていた、

臭かったという、この事実を訴えている住民の声

を見ますと、非常に危険が伴う。ましてや那須疏

水の幹線は100メートルぐらい下を常時流れてい

るわけでありますから、ごみや危険なものを流さ

ないということよりも、もっともっと大事な部分

だと思うんです。 

  それともう一つ、この新聞記事の中で気になっ

ているところは、実際に起こったのが７月19日の

午後だったということなんですが、それが実際に

最終の市の水道部が承知したのは９月22日、２カ

月間も時間の差があるんでありますが、その間ど

ういう対応の仕方をしたのか、あるいはまた連絡

をしたのか、先ほど危険が発生したときには、水

をとめるなり、あるいはまた対応、現地調査等も

しっかりやるんだということでありますが、この

辺の時間のずれ、あるいはまた連携プレー、これ

らは果たして本当に危険物が出たときに、しっか

りとその対応策、施策が施せるのかどうか。また

変更疑問に思っているわけでありますが、この点

についていかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的には、市といたしましても、このような

事案が二度と発生しないようにということで非常

に心配をして対応を考えて、現在はおります。 

  日程のずれ等に関しましては、現場で発見した

地元の方からの連絡等も、なぜかかなり時間がず

れて伝わってきているのが現状です。できれば地

元の方が日常生活上発見した場合は、その場です

ぐにご連絡をいただければ、各部署につながって

適切に、迅速に対応できる。水はあっという間に

流れてしまいますから、１日でもたってしまえば、

もうそれは流れた後という話になりますので、発

見した段階で、地域住民の方には協力していただ

きたかったなというふうに正直思っています。 

  また、内部の連絡、庁庁の関係で確かに連携が

悪かった点はあったかと思います。ただ、県が現

場に行ってすぐ指導した時点では、雨水であって

内容的に問題がなかったという形で、そういう判

断のもとに、各部署に細かく連絡がすぐには行か

なかったということがありました。その点につき

ましては、現在の段階では、水道部長も答弁しま

したように、浄水の対策委員会をしっかり立ち上

げて連携をとるように、現在はなっております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 市長が県に出した要望書

に基づいて、つい最近の新聞によりますと、那須

塩原の処分場30日間の使用停止ということで、県

がしっかりと設置業者に指導、あるいはまた改善

を求めたということでありますから、この市長の

要請書ですか、これは非常に功を奏したんだなと

思います。 

  まだあそこも完全に埋まっておるわけではあり

ませんし、全体でいうと容積が約280万㎥という

県内最大の規模になるということでありますから、

そこにこの全体量が処分されますと、もう永久に

そのままになるわけでありまして、今回30日間の

停止処分の中でどの程度、どういう善処策、ある

いはまた防水、たとえ雨水にしてもその周辺から

流れ出さない、あるいはまた、たまったものをバ

キュームカーでくみ上げて流していたとか、何か

いろいろあります。現実はわかりませんが、そう

いうことも懸念されますが、今回、県が実際に業
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者に再発防止など厳しい対応を求めたというんで

すが、これはわかる範囲で結構でありますが、具

体的にどのような措置、対応を県が業者に求めて

いるのかについてお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えいたします。 

  具体的な流れを申し上げますと、県の方から事

業者に対して改善を指示します。改善をどのよう

にしますという書類を事業者が県に上げます。そ

の内容で問題ないというふうに考えたとき、その

ようにやりなさいという指示がいくということで、

すべて県がここにこれをつくれ、あれをつくれと

いう細かい指示をするのではなくて、まずは、第

一義的には事業者が二度とこのようなことが起き

ない、要するに管理基準に合った対策をしますと

いう計画を上げる。それを承認するような形で、

それを実行に移すという流れになります。 

  今般、基本的には産業廃棄物施設内の雨水は外

部に流出させないというのが基本でありまして、

これは現実問題として出たと、事業所も認めてい

るわけでありまして、今後二度とそのようなこと

がないように土塁等をしっかり築いて、雨水はど

うしても大雨のときには出てきますので、外部に

流れない構造とするというような計画書が出され、

それがしっかりできたかどうかを確認しないと、

30日以内に、それは処分の期間内にその作業をす

る。その確認をした後に、営業にまた入れるとい

う流れになってくるかと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） ぜひ我々の生命線でもあ

ります水道水が安心・安全であるということが保

てますように、最大限の努力をすることを希望申

し上げまして、この件については終わりといたし

ます。 

  次に、市営住宅についてでございますが、これ

については、今、986世帯ですか、この方が入居

して旧西那須野、旧塩原、それから旧黒磯の住宅

がつくられ、あるいはまた年代の古いものから撤

去、解体をしていくということでございます。一

番気になりますのは、最近のお知らせの中でも入

居募集が出ておりますが、この入居募集で抽せん

に漏れた、多いから抽せんだと思うんですけれど

も、この何度かそういう条件を満たしていながら

漏れた方が、その次には、それでは優先的に、大

変お待たせしました、どうぞという配慮があるの

かないのか。あくまでその都度新規ということに

なるのか、この点どうなんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 抽せんに落ちた方でご

ざいますけれども、優先ということではございま

せんが、一応５回以上抽せんに落ちますと、次に

抽せん回数が２回にふえるというような特典はご

ざいます。これにつきましても、すべての住宅で

実施しているということではございませんが、人

気住宅といいますか、そういったところにつきま

しては抽せんで、次またもう一回白紙で抽せんを

し直すというような状況でございます。ですから、

それ以外の住宅につきましては、とりあえず一応

５回以上になりますと、２回の抽せん権があると

いうことでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） なかなか人口も多い、そ

れからいろいろな方々がお住みになっているわけ

でありますから、緊急を要する方も、あるいは本

当に住宅困窮で困っているという方もおるわけで

ありますから、そうした心温まる配慮というのも

大事かなと思います。 
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  その入居者の動態については、先ほどの説明で

了解をしたわけでありますが、一番、私もこれは

窓口でもらった資料なんですが、これで見ていき

ますと、この質問状にも書いておきましたが、黒

磯地区では建てかえの計画が設定されている。西

那須野、塩原についてはないものですから、この

中身を見ますと、例えば稲村団地なんかは平成30

年に建てかえ計画年度ということでずっと出てい

ます。あるいは22年とか、ほとんどが若松団地等

も含めて22年に建てかえの計画年次と。それから、

東小屋の団地については20年に除却ということで、

この東小屋の団地についての考え方が示されてお

りまして、烏ヶ森を初め西那須、あるいは塩原に

ついてはそういうものがないのでありますが、こ

ういうことをお尋ねしてしまったものですから、

この中身については計画年次、あるいは住宅マス

タープランというものの考え方、これは現在どの

ようになっているんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 今、議員お尋ねの件に

つきましてでございますが、これにつきましては、

当時の平成14年３月につくりました黒磯市の住宅

マスタープランでございまして、当時、簡易の平

屋住宅、それから木造住宅、こういったものにつ

きまして、耐用年数が来たものにつきましては法

定建てかえという形になりますが、そういった形

で建てかえを順次しますよというような計画だっ

たと思います。 

  そういった状況でございますけれども、近年の

財政状況、それから廃棄物の削減の観点、そうい

ったことを考えますと、可能な限り耐用年限まで

有効活用を図って、そして改善による市営住宅の

再生を図るべきだというふうに、考え方が若干変

わってきております。新しい住宅を１つつくりま

すと大変な費用もかかるということもございます

し、前に吉成議員の会派代表質問にお答えいたし

ましたが、民間活力の活用ということもございま

すので、そういったことも考えまして、今後ちょ

っとこれにつきましては調査研究していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） たまたま17年３月31日現

在と書いてあったものですから、これをちょっと

私は参考にさせていただきました。 

  今、確かに民間のアパートあるいはマンション

等の建築が非常にふえてきております。したがっ

て、民間の迷惑にならないような立場での市営住

宅のあり方というものもあるんだと思いますが、

その中で、今、当市の現在の状況の中で、どのく

らいの市営住宅を確保することを理想とするのか

について、見通しあるいはまた基本的な考え方で

いいわけでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 大変難しいご質問でご

ざいまして、現在市営住宅の、先ほどちょっとお

話が議員の方からございましたが、待機者という

数で申し上げますと、現在どういった、なかなか

待機者の数を正確につかむというのは大変難しい

状況にありまして、人気住宅ですと多数の申し込

みがありまして、例えばでございますけれども、

稲村の中層住宅、こういったものにつきましては

どっと人が寄せまして、例えば４戸の募集に対し

て25件来たり、それからあと、ちょっと少々古く

なると全然来ないというような状況もございます。

そういったことを考えますと、どれだけ待機者が

いるかということになりますと、なかなかその数

をつかむというのは難しい状況にはございます。

そういったことを考えますと、今すぐにどのくら

いの戸数とか、そういったものを出せということ
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は、なかなか難しい状況にございますので、ご理

解いただきたいというふうに思います。 

○議長（髙久武男君） 31番、松原勇君。 

○３１番（松原 勇君） 確かに地域によっての過

重率というんですか、住居にさまざまな条件があ

りますから、これは非常に難しいと思いますが、

やはり妥当なものだけは確保して、そうした困窮

者なり弱者なり、高齢者に対応というのが大事か

と思います。 

  最も大事かなと思いますのは、若者の新しいカ

ップルが住居を持たない、そういう人に提供でき

るような、いわゆる本市に定住するための手段と

しての公営住宅のあり方、あるいは民間の住宅を

借りてでも、若い世代には１つ住宅を供給して、

この地に定住していただくというのも、この市営

住宅のあり方の一つかと思いますので、この点に

ついては、ひとつぜひとも研究課題としてお聞き

とめをいただきたいなと思います。 

  時間が参りましたので、以上で質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で、31番、松原勇君の

市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 東 泉 富士夫 君 

○議長（髙久武男君） 引き続き市政一般質問を行

います。 

  ８番、東泉富士夫君。 

〔８番 東泉富士夫君登壇〕 

○８番（東泉富士夫君） 議席番号８番、東泉富士

夫です。市政一般質問を行います。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  まず最初に、教育、福祉行政について。 

  ①子供のいじめについて、②子供の虐待につい

て。 

  いじめ、虐待の事故が連日のようにテレビ、新

聞等で報道され大きな社会問題になっている。そ

の中で、死に至るような最悪のケースも頻繁に起

きている。これらの問題については国を挙げて対

策に取り組んでいる。また、有識者等の指導、ア

ドバイスを受けながら対応しているが、解決の糸

口がなかなか見えてこない。そして、事故、事件

がおこるたびにその責任の追及がなされている。

しかし、これらの問題は今日本じゅう、いつどこ

で何が起きても不思議ではない。また、事故の責

任を追及しているだけでは問題の解決にはならな

いと思う。今こそ行政が本腰を入れ、市民と一体

となってその先頭に立って問題解決に当たってい

くことは極めて重要であると考える。 

  本市は現在、子供のいじめ、虐待防止について

どのような未然の対策を実施しているか。また、

今子供のいじめ、虐待等に関する情報が入ってい

るかどうかお伺いします。 

  次に、道路行政について。 

  １、分譲地内の私道負担の舗装について。 

  那須塩原市が合併して間もなく２年、県北の中

核都市として発展が大変期待されている。本市は

広大な面積に市街地、田園地帯、工業団地、観光

地として大変恵まれた地域であります。しかし、

市内には私道負担の旧分譲地も数多く点在してい
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る。その中で特に井口地区、箒根地区の分譲地は

広い地域に戸数も多く、また、年々新たな住宅も

ふえており、今後の発展が大変期待されている地

域であります。 

  そうした中で、地元の多くの声は住宅地内の砂

利道を何とか舗装にしていただきたいとの切実な

要望であります。地域の方々もなぜ舗装が難しい

かという理由もそれなりに理解していると思いま

すが、しかし、現代の車社会にあって、この先舗

装の見通しがつかない道路行政であるならば、何

とも理解しがたいというのが地域住民の率直な気

持ちであります。今後一日も早くこの砂利道が舗

装に一歩でも前進につながるような執行部の答弁

をいただきたいと思います。 

  次に、福祉行政について。 

  障害者自立支援法施行後の施設利用者に不安は

ないか。 

  本年10月に障害者自立支援法が全面施行された

が、利用者負担の軽減と施設運営の安定化が求め

られている。障害者を育てる世帯は比較的若い世

代が多く、収入も決して多くない。そうした世代

の負担を一般家庭としての公平性から軽減するの

は、今後の障害者サービスを考える際に大事な視

点と考える。福祉サービスを利用する障害者が費

用の１割を払う利用者負担が始まり、半年余りが

経過し、負担増を理由に施設に通うのをやめたり、

回数を減らすケースが県内でも出始めている。 

  国、地方とも厳しい財政状況ではありますが、

障害者の負担軽減と施設の安定は切実な問題であ

ります。本市は今後、障害者の施設利用に対して

どのような支援策を考えているかお伺いします。 

  これで１回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） ８番、東泉富士夫議員の市

政一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、３の福祉行政についてお答えをいた

します。 

  平成18年10月に障害者自立支援法が全面施行さ

れ、施設利用者は原則としてサービス利用料の１

割を負担しております。本市における障害者の施

設利用に対する現在の支援策につきましては、昨

日、相馬義一議員に答弁をいたしましたとおり、

障害者の生産的活動や社会参加を支援することを

目的とする地域活動支援センター４施設について、

運営費を全面市が負担し、利用者負担を無料とし

ております。また、そのほかの施設利用者に対す

る支援策につきましては、利用者や事業者の動向

を的確に把握する必要があると考えております。

このため関係機関、施設事業者等で構成する地域

自立支援協議会を設置し、障害者の現状把握及び

今後の支援策を検討してまいりたいと考えており

ます。 

  このほかにつきましては、教育部長、市民福祉

部長、建設部長より答弁いたさせます。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） それでは、子供のいじ

めについてお答えを申し上げます。 

  子供のいじめ防止につきましては、吉成議員の

会派代表質問にお答えしたとおりであります。よ

ろしくお願いします。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、子供の

虐待の未然の対策、それから情報等についてお答

え申し上げます。 

  虐待に関する未然の対策ということですけれど

も、その一環として、昨年度、虐待パンフレット

を市内の小学校、中学校、保育園、幼稚園、無認
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可の保育園の保護者全員及び公民館を初め、市の

関係各機関に配布をいたしました。また、さまざ

まな機会をとらえて虐待に関する情報提供をお願

いしているところであります。 

  次に、虐待に関する情報ですが、18年度４月か

ら11月末現在までの件数について申し上げますと、

虐待通告として受理した件数が15件、児童虐待に

関する相談を新規に受け付けした件数は28件とな

っております。 

  なお、新規に受理したケースにつきましては、

福祉、保健、教育、警察、児童相談所の担当者が

毎月定例会議を開き、支援の取り扱い等について

検討をしております。 

  また、緊急を要する等ケースに応じて、関係機

関による個別ケース検討会を随時開催し、支援策

等の検討を行っております。 

  以上であります。 

○議長（髙久武男君） 次に、建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 分譲地内の私道負担の

舗装についてお答えいたします。 

  現在、市においては、市道及び市管理道路以外

のいわゆる私道の整備を支援する制度として、那

須塩原市私道等整備支援要領を定めております。

この要領では、砂利道を舗装する場合や舗装道路

の老朽化により再舗装する場合、また雨水処理施

設を設置する場合などが支援の対象になります。 

  支援の内容については、工事に係る原材料のう

ち、アスファルト合材、砕石等を支給するもので、

支給品の限度額は100万円となっております。ま

た、那須塩原市私道等維持補修基準を定め、砂利

道における敷き砂利、敷きならし等、軽微な維持

補修も申請により実施しているところであります。 

  私道の舗装については、これらの現行制度を利

用していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） ただいま３点についてご

質問したところ、大変簡潔な答弁をいただきまし

たけれども、おおむね理解をさせていただきまし

た。何点か要望等を含めて再質問をさせていただ

きたいと、このように思います。 

  いじめ問題につきましては、今回特に何人かの

議員が質問されているわけでありますが、私はそ

れだけ重要な問題であると、このように認識をし

ているところであります。また、ただいまも教育

部長の方から、また、せんだっても教育長の方か

ら、いじめ問題につきましては吉成議員の答弁の

とおりでありますと、このようなお答えもいただ

いておりますが、私は角度を変えて、若干ご質問

をさせていただきたいと、このように思います。 

  全国的に見ると、今、いじめによると思われる

自殺等がこのところ大変ふえていると、こういう

傾向にあるわけでありますが、例えば今まで事故

が起きたときの状況について、テレビ等でありま

すが、インタビューされたときは、必ずといって

いいぐらい、そのような事前の兆候はありません

でしたというのが、意外と最初の答えなんです。

しかしその後の、次の日あたりの答えは一変して、

実はそのような兆候は聞いていましたというのが

現実であります。確かに最初からそういう兆候が

ありましたということは、大変発言は難しいんだ

と思いますが、しかし私は最初の、わずかの兆候

をどう対応するかというのが、事故、事件を未然

に防ぎ、また最小限に食いとめていくために大変

重要であると考えますが、この点、再度お伺いを

したいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） いじめ問題につきまして

は、議員のおっしゃられるとおり、できるだけ早

くいじめに気づくということであります。そうい
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うことで、学校内にあっては子供の表情とか、そ

れから生活態度、そういう状況、それから身体的

にもちろんいろいろ兆候があれば、それについて

すぐに対応できるわけです。それから、そういう

心配が予測されるときに学級内で特別な方法で、

いじめを名前を特定せずに調査をする。そういう

ことが大事だと思いますので、そうした対応をし

て、できるだけ早く発見をするということが大事

であると。 

  かねがね３日休めばすぐに家庭訪問をするとい

うことは約束しておるんですが、休んだ日は家庭

に電話をして確認をする、そんな発見の方法はと

ってきております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 了解しました。大変重要

な問題というか、課題でございますので、さらな

る万全な体制でよろしくお願いをしたいと、この

ように思います。 

  それから、子供の虐待についても同じようなこ

とが言えるのではないかと思います。今までの事

故の例を見ると、やはり必ずといっていいぐらい、

何らかの兆候もあり、また情報があったにもかか

わらず事故、事件につながってしまったという例

が多いわけであります。まさしくこれは、やはり

迅速な対応のおくれが指摘をされていると思いま

す。このいじめ問題についても教育関係者から、

家庭教育も大変重要であると言われておりますが、

しかし、特に学校内で起きているいじめ問題につ

いては、学校側に私は大きな責任が、責任を感じ

ていただくというのが妥当な考えではないかなと、

このように思います。 

  また、いじめ問題の解決は簡単ではないという

のは、私も深く実感をしているところであります。

なぜかといえば、いじめる方が100％悪いと、こ

れは常々今言われております。しかし、先生の指

導のもと、子供同士で解決できればよいのですが、

解決しない、できない場合は、そこに必ずいじめ

られた方といじめた方の双方に保護者が関係をし

てくるわけです。先生はその仲裁に入って問題の

解決に当たらなくてはなりません。それは大変勇

気の要ることで、特に若いなりたての先生方にと

っては、私は大変負担というか、大変なことでは

ないかな、大変難しい問題ではないかなと、この

ようにも私は思います。そのときには、やはり学

校の長であります校長先生を初めベテランの先生

方が、なおかつ、教育委員会の皆さんが大いなる

力を発揮していただいて、未然の万全の体制を尽

くしてこの解決に当たっていただきたいと、この

ように思います。 

  これはある面では非常に憎まれ役になる場合も、

私はあるのではないかと思いますが、そこは先生

方の勇気と英断を持って、この問題の解決に当た

っていただきたいと思います。この問題は、この

辺が私は非常に重要な問題ではないかなと、この

ように思うんですけれども、再度この点について

もお伺いをしておきます。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 大変難しい問題でありま

すが、即対応していくということで、小学校では

担任が自分のクラスの指導に責任を持っているわ

けですけれども、そうしたいじめ等の問題につい

てはいじめ対策委員会という形で、組織で解決し

ていく、そういう対応をしております。不登校に

対しては不登校対策委員会、複数で対応していま

す。しかし、校長先生、教頭先生等の適切な対応

が期待されるわけでありますが、いろいろ深刻な

事態も起きますので、市教委の担当指導主事がそ

こに急ぎ行きまして支援をする、そういう状況で

今対応に当たってございます。そんな状況です。 

－209－ 



○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） よくわかりました。とに

かくこのいじめ問題、また虐待の問題、これはこ

れだけやったから、もうこれで万全だということ

はないと思いますので、さらなる万全の体制でよ

ろしくお願いをしたいと、このように思います。 

  また、学校における児童生徒の人間関係も、地

域社会の人間関係も、ある面では非常に難しい一

面があるのも、これは現実であると思います。し

かし、人間の生活の知恵というものもありますの

で、その大きな一つは、やはり私は特にこのいじ

めの問題、こういった問題はどこまでいっても対

話をしていくというか、先方から来るのを待って

いるのではなくて、いろいろな問題があったら、

いち早くこちらから一歩踏み込んで対話をしてい

く。そこに私は解決の糸口が見え出してくるのか

なと。しかし、なかなかそう思っていても、頭で

はわかっていてもなかなか行動に出ないというの

が、これが人間の常というか、難しい問題かなと、

私はそのようにも思っています。 

  そういった面で、今後とも対話というものを大

切にしながら、いじめ、虐待等の問題が起きない

未然の防止策、万全を期していただきたい、この

ように要望をしておきたいと思います。 

  それから、またちょっと話は変わりますが、昨

日、鈴木議員の自殺防止、対策についての励まし

の一言が非常に私は感動というか、感銘を受けま

した。私は、ちょっと以前に新聞に載ったある励

ましの事例がありましたので、ひとつこれを紹介

させていただきたいと思います。 

  これは新聞に載った原文のままなんですけれど

も、やはり励ましの重要さということについてで

す。「知能の発達が望めない難病の子がいた。両

親は常に明るく接した。あなたが生きてくれるだ

けでどんなにうれしいかわからないと励まし続け

た。すると、子供の知能が伸び出し、ついに数学

の教師までになった。昭和女子大学の外山教授は、

この事例を挙げて、不可能を可能にしたのは両親

の優しい温かい励ましの言葉であったと考えるほ

かないと述べている」。このような大変感動、感

銘した内容であります。 

  また、いじめの問題に戻りますが、今、教育問

題は何が大切であるかといえば、まずこのいじめ

問題をなくし、児童生徒が学校は楽しいところ、

夢がある、希望があると。これが私は理想である

と思いますが、なかなかこれは現実には難しいと

いう状況も多々あるのかなと、このように思いま

す。それには、いじめ等による問題の情報をいち

早くキャッチし、大きな問題にならないうちに、

迅速に対応することが大切であると思います。今、

教育長の方からもそういった意味のご答弁があり

ましたので、やはり油断をしないというか、本当

に大変物事というのは、何か大きな問題が起きた

ときは、かなり力が入って前向きになるんですが、

事をおさめるというか、事が過ぎてしまうと油断

をするというか、そのころにまた大きな問題が起

きてしまうと。ですから、やはり未来を担うこの

児童生徒、これに関してはやはり油断をしないと

いうか、しっかりと常に万全の体制で前向きに考

えていくということが私は大事ではないかなと、

このように思います。 

  既に今まで担当課においても、いろいろな面か

ら対応をされてきたと思いますが、もう一度新た

な決意に立って、この未然のいじめ対策をやって

いくことは、極めて私は重要であると、このよう

に考えております。 

  そこで一つ提案というか、あれなんですけれど

も、本市は、今も虐待についての数も聞き、また

いじめ等もあれですけれども、その数からいうと

意外と少ないんだなと、このように思っています。
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恐らく情報が、なかなか自分の子供がいじめに遭

っている、いろいろなことがありつつもなかなか

言いづらいというか、そういう問題があって、本

当に表面に出ている部分は氷山の一角なのかなと、

このようにも考えているところであります。 

  また本市には、以前はちょっといろいろな事故

というか事件もございましたが、ここのところ際

立って目立ったそういった問題はないかと思いま

すが、やはり何もないときに万全の体制を尽くし

ていく、これは極めてその辺が重要なことではな

いかなと、このように思います。 

  そこで、本市として、例えばどんな小さなこと

でも、どんなことでも今の情報公開ではなくても、

お話は別になりますが、ちょっとしたことでも、

ここへ連絡すれば必ず解決の方向に向かっていく

んだというようなことで、例えばいじめ110番と

いったものをつくり、未然の防止対策に全力を挙

げてはどうかと思いますが、この点についてはど

のようにお考えかお伺いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 今の件ですが、やはり早

く情報をキャッチするということは大事なことで

ありますので、吉成会派代表議員のご質問にお答

えしましたように、学校を通り越しますと、学校

で知らないうちにということもありますので、１

番には学校に電話をするというのが１つあります

が、教育委員会関係で関係機関、サポートセンタ

ー３カ所で教室を開いていますが、そのところの

相談窓口に電話をするということと、子育て相談

センターに緊急の相談電話をする。そういうふう

に周知させております。そういう対応のほかに、

いろいろ公的な機関の相談はできるわけです。教

育委員会としては、それから福祉関係の機関とし

ては、そうした今対応をしているところでござい

ます。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） いろいろな面で行政の方

は対応を慎重に図っているということでございま

すが、大変重要というか、大事な課題でございま

すので、ぜひまたそれはそれとして、前向きに研

究というか、検討をしてもらえればなと、このよ

うに要望しておきたいと思います。 

  次に、道路行政について、２点目の分譲地内の

私道負担の舗装について、これについては先ほど

担当部長の方からご答弁ありました。よく理解、

認識をしたところでございます。が、私自身も

少々無理な質問かなと、このようにも思ったとこ

ろでありますが、しかし、今、車社会ですから、

どうしても雨が降ったりなんかして、どんどん砂

利道の場合は深くなって、水たまりができて、車

がばしゃばしゃと雨がかかっていくと、やはりい

ろいろな地域がございますので、何とか砂利道が

舗装になればいいなと、なってもらいたいなと、

こういった率直な地域住民の思いを私は述べたも

のであります。 

  ぜひこの件については、行政ですから一つの決

まりの中で、条例の中でこれ以上のものはなかな

か難しいということも私も十分認識をしていると

ころではございますが、やはり地域住民の方とい

うのは、そうであっても、今現実こうですけれど

も、将来的にはこのように何とかしていきたいと

か、このように持っていきたいとか、そういった

夢というか希望というか、若干そういったものが

あると、また気持ちは違うのかなと、このように

思うんです。だからそういったことで、市長がよ

く今、地域懇談会、また車座談義等に大変お力を

入れられて、市民との密接な、非常に身近な関係

を今取り組んでおられるわけですけれども、そう

いった場において、そういった関係地域に行った

場合、できれば市長の方から、何か一歩でも前進
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というか、希望が持てるような話を少しでもして

もらうと、何か地域住民の方はほっとしたいんで

す、非常に。そんな思いになるかなと思うんです

けれども、これについて、市長の方から一言何か

ありましたらお願いをしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 私道道路整備についてでご

ざいますけれども、当然市の行政でやっておるこ

とについてはもう既にご承知かと思いますけれど

も、私道の整備要項に従いまして、現在行ってお

ります。当然分譲地になりますと、私道になって

いるところ、私所有地のものであっても１人の方

が持っているのではなくて、多分その地域、例え

ばかかわりが100人の持ち分登記という形になっ

ておるのが現状なのかなというふうに思っており

ます。 

  当然市がそれに手をつけますと、人の財産に手

をつけて直すという形になります。このうちの

80％とか90％の賛同の中でやっていくという方法

もとっておる部分もありますけれども、そういう

形にならない部分につきましては、なかなか市と

して管理をするというわけにもいかないという部

分もあります。そういう中で、先ほど申し上げて

おりますような形での支援体制をとっているとい

うのが現状でございます。 

  そういう地域の実情というのは、私ども十分承

知はいたしております。そういう中で、多分そう

いう地域は現在の土地取引の中での規定ではなく

て、以前の規定でやられた地域であるというふう

に私も認識しておりますし、特にそういう地域に

なりますと、自分のすぐわきを通っている道路が

自分の持ち分登記になっていなくて、どこかの向

こうの方の人の登記になっている。しかも向こう

の持ち主はここに住んでいないとか、さまざまな

状況がありますので、そういう点も十分考慮しな

がら、行政としてやらないという意味ではござい

ません。そういう私の財産に手をつけるのはなか

なか、これは後でまた問題が起きる可能性も十分

ありますので、そういう点も考慮しながら、でき

る範囲の支援をしていきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ８番、東泉富士夫君。 

○８番（東泉富士夫君） 大変ありがとうございま

した。ぜひいろいろな角度から研究をしていただ

き、一歩でも前進するようによろしくお願いをし

たいと思います。 

  次に、３点目の福祉行政について、障害者自立

支援法執行後の施設利用者に不安はないかと、こ

の点でございますが、この点につきましては、き

のうの相馬議員の質問にありましたので、その答

弁をお聞きし、大体理解をさせていただきました。 

  １点だけ要望としてお願いをしておきたいと、

このように思います。それは、とにかく障害者の

いる家庭においては、健常者の家庭と違って、想

像をはるかに超えるようなご苦労をなさっている

ということであります。また経済的、精神的な負

担も大変なものであると、このように私は認識を

しております。 

  このような現状を思うと、障害者の方々が地域

社会で明るく伸び伸びと活躍できるような、幅広

い面から本市が今後とも支援をいただけるような

体制をできる範囲でお願いしたいと、このように

お願い申し上げ、私の市政一般質問を終わります。

大変ありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 以上で、８番、東泉富士夫

君の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◇ 菊 地 弘 明 君 

○議長（髙久武男君） 次に、26番、菊地弘明君。 

〔２６番 菊地弘明君登壇〕 

○２６番（菊地弘明君） 市政一般質問を行います。 

  １、行財政について。 

  交付税の減が懸念されている中、財政調整基金

と減債基金の今後に向けての考え方と対策につい

てお伺いをいたします。 

  ２、産業行政について。 

  この件については、吉成伸一議員、相馬義一議

員よりも質問されましたが、通告しておりますの

で質問させていただきます。 

  平成20年開業予定の東那須産業団地へのアウト

レットモールの進出による交通網の整備や既存商

店街への影響、さらには雇用等の対策についてお

伺いをいたします。 

  ３、教育行政について。 

  １、総合的な学習の中で異学年交流をどのよう

に行っているのか。また、その効果をどのように

とらえているのかお伺いをいたします。 

  ２、総合的な学習の中で環境教育をどのように

行っているのか。また、その効果をどのようにと

らえているのかお伺いをいたします。 

  ３、普通教科と総合的な学習をつなぎ、生徒が

自由に授業を選択する「インテンシブ学習」につ

いての考えをお伺いいたします。 

  ４、小中学校における健康教育をどのように行

っているのか。また、その効果をどのようにとら

えているのかお伺いをいたします。 

  以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 26番、菊地弘明議員の市政

一般質問にお答えをいたします。 

  私からは、１の行財政についてお答えをいたし

ます。 

  お尋ねがありました基金の現在高は、財政調整

基金が平成17年度末で13億4,783万5,000円、減債

基金は、９月補正予算で平成17年度の決算余剰金

５億円を積み立てることができたため、13億

9,270万6,000円となります。 

  財政調整基金は年度間財源の不均衡を調整する

ための積立金という目的から、これまで望ましい

とされてきた標準財政規模の約５％という積立額

には達したところであります。また、減債基金の

目的は、公債費の償還を計画的に行うための積立

金であります。 

  言うまでもなく、本市においても合併特例債を

有効に活用し、まちづくりの事業を積極的に展開

しているところであり、今後、公債費が増嵩する

ことが予想されます。このことで住民福祉の向上

のための諸事業に影響を及ぼすことのないよう、

これからも決算余剰金等の財源が許す限り、基金

積み立てに努めてまいりたいと考えております。 

  このほかにつきましては、教育長、産業観光部

長より答弁いたさせます。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 教育行政についてお答え

申し上げます。 

  まず初めに、総合的な学習の中での異学年交流

についてでありますが、小中学校においては、総

合的な学習の時間に地域探検や地域クリーン活動、

収穫祭や学習発表会などを学級や学年の枠を超え

た異年齢の学習集団を構成して行っている場合が

多くあります。ふだんの生活の中で異年齢の子供

たちによる遊びや活動が失われつつある現状にお

いて、上級生には役割意識や責任感が育ち、下級

生には上級生を慕い敬う気持ちが育つなどの効果
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が認められています。 

  次に、総合的な学習の中での環境教育について

でありますが、ごみの減量化やリサイクル活動を

初め、身近な環境問題の調べ学習など、直接その

場所へ出かけていくことも多く、体験的に身近な

環境について学び、環境の大切さを知り、みずか

ら環境に優しい行動をとっていけるようにするた

めにも大切なことだと考えております。 

  次に、生徒が自由に選択するインテンシブ学習

についてでありますが、本市においては、教科と

総合的な学習をつなぎ、課題への興味、関心を高

めることを目的とした集中講座を開設し、実践し

ている学校は現在のところございません。今後、

先進校での実践などを研究してまいりたいと考え

ております。 

  次に、小中学校における健康教育についてであ

りますが、健康教育には、保健、安全、給食、性

に関する指導、薬物乱用防止などの領域がありま

すが、各学校では、子供の実態に応じて、特色の

ある取り組みを実践しております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 次に、産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは、私の方

からは、産業行政についてお答えをいたします。 

  東那須産業団地へのアウトレットモール進出に

よる交通網の整備、既存商店街の影響、雇用等の

対策についてでございますが、交通網の整備につ

きましては、６番の相馬義一議員の質問にお答え

したとおりでございます。 

  既存商店への影響につきましては、アウトレッ

トモールが取り扱う商品は地元商店と競合する部

分が少ないので、大きな影響を及ぼすとは考えて

おりません。逆にモールの利用客をいかに商店街

の方に誘導するか、また、商工会や地元商店街と

ともにそれらについては今後十分検討しながら考

えていきたいと思っております。 

  また、雇用対策につきましては、県、進出企業

に対しまして、地元からの雇用を申し入れており

ますので、市内から多くの雇用が図られると考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  まず、１番の行財政についてでございますけれ

ども、11月20日に知事が広域センターに参りまし

て講演をされたわけでございますけれども、その

中で、交付税の減が３分の１の市町で、また増が

３分の２の市町で今後起こるであろうというよう

なお話があったわけでございますけれども、当市

においてはどちらの方になるんでしょうか。それ

をお伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  政府が考えています新型交付税の導入をにらん

での発言かと推測いたします。新型交付税は、議

員ご承知かと思いますけれども、人口と面積を基

本に配分するということでございまして、投資的

な経費を中心に導入するということでございます。 

  割合としては、地方全体の基準財政需要額の

10％程度を新型交付税に充てるということで、こ

れまでの交付税の算定項目を３割ぐらい減少する

ということでございます。その３割ほど減少する

算定項目に従って試算をいたしますと、あくまで

試算ですから、実際の数値とは変わってくるかも

しれませんが、本市の場合、平成19年度において

約5,900万円程度減少するのではないか、このよ

うに試算をしております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 
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○２６番（菊地弘明君） 5,900万円ほど減になる

んだという中で、先ほど市長の方からも、財政調

整基金と減債基金については財源の確保が大事で

あるというようなお話があったわけでございます

けれども、この行財政改革のプランの中にも、改

革の概要といたしまして積み立てのルールを確立

すると、また、預金の定期にペイオフ対策として

国債等の運用を検討するんだという項目がありま

すけれども、これらはどのような内容であるのか

ということをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 積み立てのルールでご

ざいますけれども、先ほど市長の答弁でも申し上

げましたが、財政調整基金の一つの目安ですけれ

ども、これは標準財政規模の５％程度が、積立額

としては相当額であるという基準が一般的に言わ

れておりますけれども、本市の場合は標準財政規

模の５％をある程度もうクリアしてございますの

で、今後の決算の剰余金につきましては、減債基

金等にシフトしていくのが考え方の方向としては

よろしいのではないかと、こんなふうに考えてお

ります。 

  あと、もう１点の国債、あるいは前に菊地議員

からもご指摘のありました公募債等の関係、これ

らについては発行条件等の変更もなされましたし、

その時期の事業等の目的等を考えまして、この後

研究していきたいと、こんなふうに考えておりま

す。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） この財政調整基金につい

ては、将来的に必要な事業に充てるため、今、適

正範囲内でできるだけ積み立てていくんだと、そ

の適正範囲内というのが財政規模の５％程度では

ないかということだと思うんですけれども、そう

いう中で平成17年度、総計で13億幾ら、減債基金

も13億幾らというご答弁があったわけなんですけ

れども、そういう中で平成17年度だけ単年度を見

ますと、財政調整基金が２億19万7,355円、減債

基金が５億６万5,219円というような額になって

いるわけなんですけれども、これらの額を見ます

と、ほかの市町村とは比較しようがないと思うん

ですけれども、かなり財政調整基金に積み立てを

行っているという現状もあるわけなんですけれど

も、当市において、今後これらの額をどのくらい

までといいますと、適正範囲内というのは５％と

いうのはわかるんですけれども、どのくらい考え

ていらっしゃるのかということをちょっとお尋ね

しておきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  決算剰余金がある程度見込めた場合、当面、財

政調整基金の積み立ては必要ないのではないかと

いうふうに考えています。むしろ主を置くならば、

減債基金の方に積み立てていこうというふうに考

えておりますし、先ほどもちょっと申しましたが、

合併特例債の発行との絡みもございますけれども、

継続的な新市計画につくられた事業が平成19年度

以降山積しておりますので、それらの財源に合併

特例債を充てることが出てまいりますので、当然

償還期間が10年ということですから、ある程度元

金償還がかさんでまいります。そういうことを踏

まえると、やはり減債基金に積み立てていくのが

道ではないかと考えます。具体的に金額について

は、ちょっと現在のところ申し上げられません。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） よく考えはわかったんで

すけれども、やはりこの新聞報道などを見ますと、

将来的に景気の動向などによっては、予想を超え

る歳入不足が発生する事態も起こり得るのではな

いかというような新聞報道もあるわけでございま
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すし、また一方、必要不可欠な事業推進のために

取り崩しを余儀なくされる市町村も出てくるので

はないかという報道もあるわけなんですけれども、

こういうものが出てきたときに、やはり財政調整

基金というものがないとどうなのかなと、その辺

のところの考え方についてお尋ねをしておきます。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えします。 

  事業の不足財源に充てるために財政調整基金の

活用は当然繰入金として考えてございます。ただ、

その他の財源を事業費に充てる場合に、いわゆる

地方債の元利償還金に対する財源が不足した場合

には、当然減債基金の活用ということも考えます

し、そういった面を考えまして、事業費不足に伴

う地方債の償還に充てるためにも、やはり減債基

金はそれなりに積み立てをしていかなくてはなら

ない、こんなふうに考えています。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 今後国においても、県に

おいても、市においても、非常に財政が厳しい折

でございますので、ぜひともそういうことでやっ

ていただきたいということをお願いしておきます。 

  続きまして、２の産業行政について、これにつ

きましては、吉成議員、それから相馬議員より質

問がありましたし、また、私の後に水戸議員もこ

の件について質問をするというようなことでござ

いますけれども、この交通網の整備についてなん

ですけれども、ちょっと１点だけ、交通の協議が

行われているというようなことでございますけれ

ども、佐野のアウトレットモールについても、こ

ういう交通の協議が行われて、そういうようなこ

とで整備もされたのではないかというふうに思わ

れるんですけれども、そういうことをしたにもか

かわらず、物すごく混んでいるわけですよね。で

すから、その辺の考え方をお尋ねしておきたいん

ですけれども。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） お答えをいたしま

す。 

  佐野のアウトレットにつきましても、各法律に

のっとって申請を出して許可をもらっております

ので、交通関係についても、そのような協議が十

分になされたと思っております。 

  ただ、実質佐野の場合は、私はちょっとはっき

りわからないんですけれども、実際今回の東那須

産業団地に出ております事業計画の中、事前協議

の計画の中を見ますと、年間約408万人の客を見

込んでいるというのに対して、現在、東那須産業

団地の交通量等はつかんでおりませんが、そこら

辺をこれから交通量等の調査を行いまして、それ

らに年間の408万人に対するお客に対する交通対

策が十分なのか、そこら辺は今後いろいろな関係

機関で十分協議されるものと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 交通につきましては、非

常に佐野の場合は混んでいてどうしようもないと

いうような状況でございますので、ぜひともそう

いうことのないような対策を協議していただきた

いということをお願いしておきます。 

  それと、２番の既存商店街への影響ということ

で質問を出しているわけなんですけれども、今、

部長のお話ですと、大きな影響を及ぼすとは考え

られないというご答弁なんですけれども、実際こ

の佐野において、佐野の商店街というのは全然影

響を受けていないんでしょうか。 

  また、この佐野のアウトレットとはちょっと違

うんですけれども、上三川の宇都宮にまたがるイ

ンターパーク宇都宮南という大体同じような、福

田屋とかジョイフル本田とか出ているわけなんで
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すけれども、この地においても既存の商店街が非

常に影響を受けているんだというような新聞報道

があるわけなんですけれども、その辺についての

考え方、また、これらのアウトレットモールが進

出することについて、黒磯の商工会ですか、それ

から西那須野、それから塩原の商工会が、これら

についての話し合いをしているのかどうか、その

辺のところについてもちょっとお尋ねをしておき

たいと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） お答えをいたしま

す。 

  先ほど私の答弁の中に、市内の商店街等には影

響がないということでご答弁申し上げたわけなん

ですけれども、それらにつきましては、一応モー

ル等で扱う物品等の品物については、観光客等を

中心とした物品の販売等が主になるということで、

市内の小売商店等の扱っている品物とは違うので

影響はないというふうに答弁を申し上げたわけで

ございます。 

  また、各３地区の商工会等につきましては、そ

れぞれこの件につきましては、商工会の方にお話

を申し上げておりまして、黒磯の商工会について

は、これらに対応するための来年度の事業計画も

新たに組んでいるという情報もつかんでおります

ので、商工会にはそれなりのお話はしております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） このアウトレットモール

ができたことによる佐野の商店街の影響というの

はどうなのかなということをお尋ねしたんですが、

お答えがないので今度お答えしてもらいたいんで

すけれども、そういう中において、黒磯商工会の

東那須野支部では、11月29日に「だいじょうぶ？

東那須野」という講演会を商工会で行っているん

ですよね。東海大の工学部の杉本先生という方。

そして、ここの中で非常に影響を受けるんだと。

ですから大型店と同じことをやっているのでは負

けてしまうので、独自のものを出して商店街を生

活街に変えた方がいいのではないかというような

お話もあるわけで、私はこういうことから見ます

と、やはり商店街は非常に影響を受けるのではな

いのかなというふうに思っているわけでございま

すし、また、ちょっと佐野とは違うんですけれど

も、宇都宮のインターパーク宇都宮南、これが出

たことによりまして、近隣の上三川町ではホーム

センターが売上金に伴い商工会を脱退、さらにこ

としの８月には、２億円を超えるだけの年間売上

高を誇った衣料品販売店が閉店してしまったとい

うような記事もあるわけでございまして、やはり

こういうものを見ますと、私は相当影響を受ける

のではないかなというふうに思っているんですけ

れども、それとあわせてちょっとお答えを願いた

いと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） お答えをいたしま

す。 

  先ほどの佐野の件につきましては、私は詳しい

情報は得ておりませんが、何点かの新聞報道の中

で見た範囲では、飲食店関係等の商店については

プラスの方の影響があるというようなお話は聞い

たことがあります。 

  それと、今申しました市内の影響等でございま

すが、最初の答弁で申し上げましたとおり、年間

約400万人ほどの観光客がそのモールへ訪れると

いうことは、現在の那須塩原市の年間の観光客の

入り込み数が約670万人ですから、それに匹敵す

る、近いような方がその施設のために観光客が参

るということで、それらの観光客をいかに来たら

利用するかというのが、マイナス原因よりは、私
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はプラス原因の方が多いように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 確かに消費者の立場から

しますと、こういうものができるということは非

常に活性化につながるのではないかというふうに

思うわけでございますけれども、反面、やはり商

売をなさっている方々は、これによって影響を相

当受けるのではないかというふうに思うわけでご

ざいますし、また、そういう中で中心街の活性化

というようなことを基本計画の中にもうたってい

るわけでございまして、その基本計画の案ではご

ざいますけれども、中心市街地の活性化というよ

うなことで、大型店の郊外への進出や空き店舗の

増加、定住者の減少と高齢化などが重なり、中心

市街地の活力が損なわれているというような、案

の中にもそういうふうに書いてありますし、また、

この那須塩原市のまちづくりに関するアンケート

の調査結果も、産業振興というのを見ますと、中

学生の皆さんは、中心市街の活性化というのを第

１順位に選んでいるわけです。また、大人の方も

２番目に中心市街地の活性化というものを掲げて

いるわけでございます。 

  ですから、そういうようなことから見ますと、

やはり私はこのアウトレットモール、出てくるの

は非常に歓迎すべきことでございますけれども、

その反面、やはりこれによって影響を受ける業者

がたくさんいるわけでございます。やはりそうい

うものに対しての対策というものを今から練って

おかないと、私は大変なのではないかなというふ

うに思っているわけでございますし、そういう中

で、やはり11月30日に３商工会が合併に向けての

話し合いを行っているんだというような新聞報道

もあったわけでございますので、ぜひともそうい

う商工会と緊密な連絡等をとりまして、そういう

余波を受けないような対策を、対応をしていただ

きたい。いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） ただいまも３商工

会とは緊密な連絡をとって事業は進めていると私

は考えておりますが、今後も十分にその点は考慮

に入れまして、３商工会との連絡を緊密にしなが

ら進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） ぜひともそういうことで

お願いをいたしたいというふうに思っております。 

  次に、教育行政の方に入らせていただきます。 

  この１番の異学年交流はどのように行っている

のかというようなことでございますけれども、初

めにちょっと教育長にお尋ねしたいんですけれど

も、この異学年交流というのが社会力の育成に関

係していると言っている校長先生もございますけ

れども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１１分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 総合的な学習の中で、特

に社会力の向上に役立っているというお話ですが、

本市では、教育行政の柱に学力・体力の向上にあ

わせて、社会力の向上ということを大きな柱にし

ております。その中で、特に人間関係づくり、仲
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間づくり、そういうものと、それから課題解決能

力というのを大きな内容にしておりますが、実際

に各学校で総合的な学習の時間の中で、クリーン

活動とか農園活動とか、それからビオトープなど

の、子供たちがいろいろな生物とのかかわりを持

つビオトープというものを作製していますが、そ

ういういろいろ多様な内容で異学年と協力して、

上級の学年と、それから中級の学年とお互いに役

割を分担して、協力して活動をする。そういうこ

とをやっておりますので、そうした成果につなが

っていると、こう校長が申したんだと思います。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 平成18年度那須塩原市の

教育というところに、社会力の育成という欄がご

ざいます。社会の一員としての資質を向上させる

ために基本的な生活習慣を身につけ、体験や活動

を通して集団の中で役割や存在感を確認しつつ表

現力を育成し、社会体験の中で貢献する意義や規

範意識、自己責任意識を自覚させるというような

教育方針でございますね。 

  そういう中で、大変申しわけないんですけれど

も、先ほど教育長の中で答弁があったんですけれ

ども、やっている内容、小学校、中学校に分けて、

ちょっともう一度やっている内容をお知らせ願い

たいんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 内容と言いましても、全

校35校でやっておりますので、非常に広範囲でご

ざいます。しかし、この総合的な学習というのは、

その範囲はある程度定めておりますが、教育内容

は定めていないんです。例えば環境教育とか福祉

教育とか、それから国際理解教育とか、地域の沿

革とか歴史について学ぶとか、そういう中で各学

校が取り上げております二、三紹介をしますと、

稲村小学校では、稲村エコレンジャー、世界遺産

日光、花壇の手入れ、クリーン活動、発泡スチロ

ール回収、落ち葉集め、腐葉土づくり。それから

鍋掛小をちょっと見ますと、地域を知ろう、あそ

こにイトヨが生息しております。それから環境を

守ろう、農園活動。それから高林小学校は新しく

建築されて、地域を知ろう、太陽光発電システム。

それから穴沢小学校などでは、さらに百村山の登

山をしたりして地域の自然環境を理解するとか、

本当に多種多様。黒磯中学校では、ツバメが玄関

の屋根下に生息しておって、あれはイワツバメで

すかね、イワツバメの生態を観察すると。そうい

うように本当に多岐にわたっておりますが、要は

一人一人が課題解決能力を身につける。それから、

みずから課題を設定して学び方を知ると。そうい

うふうに今までの学習とは違った観点の活動です

ので、こうした内容になると、こう申し上げたい

と思います。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 各学校でこの異学年交流

を行っているということでございますけれども、

例えば稲村小においてそういうことをやっている

んだと。その学年の構成といいますか、例えば１

年から３年までやっているだとか、１年から６年

まで全部やっているんだとか、そういうのはどう

いうふうになっているのか、また中学校、黒中で

イワツバメの生態を知ろうとかということで、そ

れらはどういうような構成でやっているのか。ち

ょっとその辺をお聞きしたいんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 各学校でどういう学年の

組み合わせでやっているかということをつぶさに

は申し上げられませんが、小学校は１、２年は生

活科という教科名でやっております。３年生から

６年生までが総合的な学習の時間、中学生は１年

から３年まで総合的な学習の時間。これは今の学
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習指導要領になって初めて新設された教科領域な

んです。それで、課題によっていろいろなんです

が、例えば５年生と６年生とか、小さい学校では

異学年の交流がしやすいんですが、大きい学校で

はやはり２学年ぐらいが交流ができる、そういう

のが実態かと思います。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 小学校等はわかるんです

けれども、中学校の異学年交流というのは、私非

常に大切ではないかなというふうに思っているわ

けなんです。そういう中で、１年から３年まで全

部が交流をしているというような、そういうケー

スはあるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 学校で設定している課題

によって、例えば学校の環境について知るとか、

それから、学校の周りをきれいにして豊かな環境

づくりに進むとか、そういう課題では１年から３

年まで交流できますが、そこまでの指導体系をつ

くって指導していくことは、中学校では規模が大

きいものですから、実際には難しいと、こう思っ

ております。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 私はいつも教育の問題を

質問させていただいておりますけれども、どちら

かといえば先進事例か、あるいはこういうのはい

いのではないかなといようなことで質問をさせて

いただいているんですけれども、そういう中で、

私はこういうことを簡単に、簡単にということは

ちょっとあれなんですけれども、これは中学校の

例なんですけれども、茨城県の行方市立玉造中学

校というところは、全校縦割班活動というのを行

っているわけでございまして、これは、班は全部

で56班つくっているんです。そして年度初めに１

から56のカードを引いて、結びつけただけの即席

班なんです。そして学年や男女比もまちまちであ

ると。そういうことで活動は生徒会主導で行われ

ていると。今、教育長がおっしゃるように、花壇

の花植えとか、それからビンゴゲームや地域の清

掃とか、歴史を知ろうとか、市立図書館での書庫

の整理なんていうことをやっているんだと。そう

いう中で、やはりこれをやることによって、実は

欠席率が半減したと。それで、長期欠席者も半分

以上減ったと。そして、この効果といいますか、

効果というのは先ほど教育長からお話がありまし

たけれども、上級生では役割や責任感が生まれた

んだと。下級生は慕い敬う気持ちが起きたんだと

いうことでございますけれども、やはり中学生と

なりますと、上級生と親しくなることで学校生活

での緊張も減り、交遊関係も広がり、それが安心

感を与え、学校に来やすい雰囲気を生んでいるん

だと。ですから、そういうようなことである。 

  ただし課題がございまして、この行方市では、

やはり17時間を確保しているんだと。ですけれど

も全校でやっておるものですから、１年から３年

生同時にかかわるため、その学年、クラスの事情

を超えて日程を調整しなければならないんだと。

そういう中で、やはりこれを行っていけるのは、

先生方の意識が非常に必要であるということを言

っているわけでございます。 

  そういう中で、やはり先ほど言いましたこの異

学年交流によって社会力の育成というものが培わ

れるんだということを校長先生がおっしゃってい

るわけでございまして、将来的には状況に適応す

るだけでなく、意識してみずから社会をつくって

いける社会力を、人間関係づくりの活動を通して

育成していきたいということをおっしゃっている

わけでございます。 

  ぜひとも参考にしていただきたいということを

お願いいたしまして、この１番は終わりにしたい
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というふうに思っております。 

  次に、環境教育です。これは先ほどやはり教育

長の方から那須塩原市の教育として、環境教育の

推進ということで、地域の豊かな自然環境を生か

した地域の共在感、環境問題を解決していく能力

や態度の育成、自然を愛する心などの豊かな人間

性の育成ということを掲げてやっていらっしゃる

と思います。 

  そういう中で、私は実は先日、東那須野公民館

が文科省の優良公民館になりまして、その中の行

事の一つとして熊川の源流を訪ねるというような

ことがございました。私どものこの那須塩原市に

は那珂川やそれから箒川、それから熊川と、そう

いうものがあるわけでございまして、身近にそう

いう川があるわけでございまして、そういう川を

教材にした環境教育というものは行えないのかな

というふうに思っているわけなんですけれども、

その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 私も大賛成でありまして、

那珂川、箒川、それから熊川。熊川などは特殊な

伏流ですから、これも大きな教材になります。那

珂川は大変な水源ですから、そうした川を題材に

して環境教育をやっている学校が数校見られます。

実際に今、サケの卵を放流して、それが帰ってく

るとか、ああいうダイナミックな教材というのは

ぜひやってほしいと、私の方からも学校へ呼びか

けているんです。それから、森を育てるという非

常に自然豊かなものですから、森をテーマにした

教育、それから那須疏水が何よりも教材になると

思いますので事欠かないと思います。賛成ですの

で。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） そういう中で、現在学校

なんかでは、川で遊んではだめですよとか、水泳

は禁止ですよと、そういうような状態になってい

るのではないかというふうに思っているんですけ

れども、やはり子供たちがそういう川とのつなが

りを、身近にあるわけでございまして、持たせる

ためには、やはりそういう総合的な学習の中で環

境教育をやれば、川に行って、そしていろいろな

ことが学べるのではないかなというふうに思った

わけでございまして、そういう中で、大阪の高槻

市津之江小というところは、やはり校区の川を教

材にして環境教育をやっているんだと。 

  それは、調査は生物、水質、川の様子というよ

うな３つの項目を設けまして、例えば生物につい

ては、川底の石を起こしたり、網ですくったりし

て見つけていったと。数や種類を記録して、最後

はもとの場所に返すと。水質については、現地調

査で見つかったいろいろな昆虫をきれいな水、少

し汚い水、汚い水、大変汚い水に分類して、これ

らの分類等には市役所の環境保全課の方や、それ

から保護者の方にボランティアをお願いして一緒

に調査をしたんだと。また、川の様子については、

川の流れや透視度、水温、そういうものを調査し

たと。川の汚れ等については、子供たちに話し合

わせて、そしてたばこの吸いがら、洗剤、ごみを

捨てる、それから料理の油などを予測して、課題

別にグループをつくり、市の環境保全課に話を聞

いたり、川を汚さないために自分たちにできるこ

とを考えたり、させたと。それらを、最後に大阪

府などが主催する環境に関する会議のそういう大

会で、保護者や地域の人たちにこれまで調べてき

たことを報告させたというような事例があるわけ

でございまして、先生の話として、子供たちは川

についての興味を高め、自分たちの住んでいる環

境について考えることができたというふうなこと

をおっしゃっているわけでございますけれども、

教育長、大いに賛成だということなので、ぜひと
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もこれらを話しして、実現できるようなことでお

願いをしたいと。もう一度、再度お願いしたいと

いうことでよろしくお願いします。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） この総合的な学習をどう

いうふうに計画して、実際に指導していくかとい

うことですね。新しい指導要領になって５年がた

ったわけです。これから内容をさらに深めていく

時期になったと思いますが、本市としての、やは

り豊かな自然というものを大きな題材にして、今、

議員のおっしゃられる内容をできるだけ進めたい

と、そういう覚悟でおりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） ２については以上で終わ

りにさせていただきます。 

  次に、インテンシブ学習なんですけれども、先

ほど教育長のお話で、何か先進事例があればとい

うようなことなので、ここでちょっと発表させて

いただきます。 

  岐阜市立陽南中学校です。ここでは生徒数593

名いるんですけれども、教員と外部講師が連携を

して期間限定で200講座、要するに５日間で５、

６時間目をインテンシブ学習に設定して、総合的

な学習の一環として10時間を使ったという事例が

あるわけでございまして、この中で講座は、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄと分かれていまして、テーマはＡ、学

び方を学ぶ。例えばスコアブックを書こうとか、

コメントの書き方、ペン字入門、観察レポートの

書き方、それからＢは講座形式、ルネッサンスの

三大巨匠に迫るとか、和英辞書を引きまくってマ

ニアックな英単語を見つけよう、岐阜市の交通、

これからの岐阜市の交通を考える。それからＣは

体験と活動、ミクロの世界をデジカメで撮ろう、

スローフードを楽しもう、グラフィックデザイナ

ーと一緒につくろう、Ｄは地域から学ぶと。陽南

中の歴史を知ろう、地域に学ぶ食文化。それで、

生徒は全部で10の講座を選ぶと。その中でＤは２

講座を選択し、残り８講座のうち最低１つはＡ、

Ｂ、Ｃいずれかの講座から選択する。教師と外部

講師はそれぞれ１人７講座を開設する。Ｄは１講

座、Ａ、Ｂは最低１講座、Ｃは最低２講座開くと

いうような、そういうことでやっておりまして、

効果といたしまして、生徒たちは知らないことを

発見し、先生方の意外な面をのぞくことができる

ため、インテンシブ学習を楽しみにしている。興

味、関心を高めていると。そして、やはり成果と

して、生徒たちは総合的な学習の中で、教科書を

使ってさまざまなことを調べることがふえてきた

という。調べる習慣が定着をしてきたと。総合で

も評価の視点を意識するようになってきたという

ようなことが書いてございます。 

  教育長のご所見をちょっと伺いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） これは新しい試みだと思

います。先ほどの答弁で、こうした実践をしてい

る学校はないと申し上げたんですが、実は黒磯北

中で、夏休み中に何講座でしたか、ちょっと覚え

ていないんですが、講座を先生方が開設して、そ

こへ子供たちが参加して講義を聞くという状況が

生まれております。ほかの学校にも、恐らく夏休

みでそうした講座が開かれているのではないかと

思うんですが、今の議員の説明される内容は、本

当に200講座とか、すごい講座数で、そこから例

えば10講座も選ぶとなると、かなり準備が必要で

すね。こうした構想が本市に可能かどうか、校長

会等で研究をさせていただきたいと、こう思って

おります。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 教育については、次から
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次に新しいことが出てきまして、本当に教育委員

会の方々も、また先生方も、子供たちも非常に大

変だとは思いますけれども、やはり新しいことが

出てくるということは、それが子供たちにとって、

将来よりよいことではないかなというようなこと

で、私は出てくるのではないかというふうに思っ

ているわけでございまして、大変な中でも、そう

いうことに対してご努力をしていただきまして、

子供たちのためになっていただきたいということ

をお願いしておきます。 

  続きまして、最後の４番目の小中学校における

健康教育についてでございますが、これはどこで

もやっていると思いますし、また、先ほど教育長

のお話の中でも、平成18年の当市の教育の中でも

健康安全教育の充実というようなことで、基礎体

力の向上と児童生徒の健康保持に増進すると、健

康教育の推進ということで、発達段階を踏まえた

性に関する指導の充実、食に関する指導の充実と

して、食に関する適切な運営と指導というような、

そういう目標を掲げて各学校で行っているという

ことにつきましては、私も十分承知をしているわ

けでございますけれども、そういう中で、私は小

学校、中学校というふうに分けてちょっとご質問

させていただきたいと思っておりますけれども、

小学校で、現在行われております健康教育といい

ますか、それについての内容を再度ちょっとお願

いしたいんですけれども。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 私が十分熟知していると

いうわけにはいきませんが、小学校では、養護教

諭の先生と担任がチームテイーチング、組になっ

て教育をしております。食に関しては、栄養士の

皆さんに実は委嘱を申し上げて、学校で指導をす

る資格を与えまして、そして学校へ出向いて食の

講義をすると。これは、栄養士の方は特にいろい

ろな共同調理場等での献立とか、そういうもので

内容に精通しておりますので、実感を込めた指導

ができるということです。 

  性に関する指導についても、私も実際に学校を

訪問して見ておりますが、養護教諭と組になって

指導している。小学校で今身体的な発達が以前と

違って、小学校の高学年では既に第二次成長が大

分見られるということで、そうした性に関する指

導が大事だということです。 

  あと、薬物に関しては、外部の方の協力も得た

りして、各学校にいろいろ教育の場を提供してい

るということです。 

  主にそうした役割をお互いに持って教育を進め

ているという状況です。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） まず、小学校の方からち

ょっとお尋ねをしたいんですけれども、最近子供

の肥満ということもかなり問題になっているとい

うふうに思っておりますけれども、この子供の肥

満については、どのような対応策をとっているの

かということをお尋ねしておきたいということと、

それから、子供たちが健康であるかどうかという

ようなことを調査しているのではないかと思われ

るんですけれども、それはどのように行っている

のか。毎日やっているのか、それとも１週間に１

回やっているのか、そういうものはあると思うん

ですけれども、一応小学校についてちょっとお尋

ねをしておきます。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 非常に専門的なご質問で

あるわけですが、実際に健康診断を毎年やってお

りまして、それでいろいろとコメントがあるわけ

ですが、そうしたものと、それから各学校で今、

食育という教育を進めております。これは、主に

校長先生、教頭先生、それから保健主事の先生が
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おります。それから、先ほど申し上げました養護

教諭等、担任のほかにの話ですが、学校給食との

関係でそうした教育をしているというのが現状だ

と思います。偏食しない、好き嫌いをしない、バ

ランスのとれた食事をとるということで指導をし

ているわけですが、実際には子供たち偏食があっ

て、今の肥満傾向があったり、課題は生じている

わけです。できるだけ生活習慣のバランスとあわ

せて、食の指導を進めていくということだと思っ

ております。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） ここでまた、先進の事例

をちょっと出すわけなんですけれども、平成17年

度健康教育日本一、埼玉県川口市立青木中央小学

校、これは健康診断に体脂肪測定を取り入れて、

子供の肥満が大きな問題となっているため、こう

いうことをやっているんだと。体脂肪率が男子は

25％以上、女子は30％以上の場合、希望者は生活

習慣病予防教室「たけのこ」という名前なんです

けれども、特別な指導を受けると。「たけのこ」

の活動といたしまして、１は、体脂肪のほか、家

での食事やおやつの内容に関するアンケートに答

える。それを見ながら養護教諭は一人一人に指導

をする。２として、体育部の先生とバドミントン

やドッジボールで体を動かす。３として、最後に

保健室に戻り、栄養士などから菓子や野菜などの

栄養について講義を受け、次の目標を決めて終了

するということをやっているわけで、そして、こ

としの５月36人だった対象者が６月末で29人、９

月には24人まで減少したんだと。そして、やはり

これは多分当市でも行われていると思うんですけ

れども、朝の口頭での健康観察、それから各教室

に設置した病気、けが、元気と分類されたボード

に自分の健康状態を示す。また、朝食、歯みがき、

用便、睡眠時間、体温を報告する健康観察カード

を担任に提出する。また、視力検査をいつでも受

けられるようにして、視力がＢ、0.7から0.9の児

童には、Ａ、1.0以上になるよう保健室で直接指

導する。そして、効果といたしまして、こうした

地道な取り組みの結果、現在、不登校児童はゼロ、

保健室登校もいない。保護者からも、体調に変化

があった場合は学校に相談するなど、家庭と学校

の健康が強まったということでございますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 画期的な指導だろうとも

思うんですが、本市でも実は小規模校は、ほぼ不

登校ゼロなんです。半数の学校は不登校ゼロです。

それから、この町中の学校が不登校があるわけで、

家庭生活がなかなか安定しないという、そういう

背景があろうかと思います。 

  学校でこうした取り組みを十分参考にさせてい

ただいて、子供たちの健康増進に努力していきた

いと、参考にさせていただくということでよろし

いでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） ちなみに、この青木中央

小学校、児童数812名でございます。 

  次に、中学校の健康教育についてでございます

けれども、鹿児島市立吉野中学校というところで

は、養護教諭を保健主任にすることで学校経営に

参画させ、心と体について専門的な立場からアド

バイスをさせているんだということでございます。

今までの話ですと、保健主任という方は普通の学

校の先生がなさっていると。そのほかに養護教諭、

それから栄養士とかということでございますけれ

ども、やはり養護教諭を保健主任にすることで、

専門的な立場からアドバイスをするんだと。そし

て、一般教諭が担当していた保健主任、主事とか

という名前がありますけれども、役割を養護教諭
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が担うようになった。今までは保健室で知る子供

の様子を教職員に伝え、養護教諭から見た改善策

を提案してきたと。その中で養護教諭は保健室か

ら出ず、その特性を生かし切れていなかったと。

保健主任になることで、養護教諭は友人関係やク

ラスの状況、個人の悩みなど担任の知らない情報

を把握していることが多い。こうした情報が教科

職員や管理職に伝わり、教育活動に生かせるよう

になったというふうに効果を言っているわけなん

ですけれども、この辺の考え方についての教育長

のご所見をお願いしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） 養護教諭を充用して、教

育のいろいろな諸課題に前向きに当たるというお

話だと思いますが、本市の養護教諭は大変忙しい

といいましょうか、ふだんの健康管理とあわせて、

少し登校を渋っている子供、実は保健室に通うと

いう実態がございます。それから、悩み事の相談、

これもかなり養護教諭が受け持っていると。 

  担任の先生と子供というのは、本来は一番信頼

関係で結ばれるはずなんですが、一部それができ

ない子供がいます。養護教諭の先生は担任ではあ

りませんので、そうした相談がしやすいというこ

とです。それから保護者の方も養護教諭と相談す

るという点が出てきておりますので、学校では養

護教諭を含めた保健委員会とか、健康教育の委員

会をつくっていると思いますので、そうした面で

養護教諭の活用というか、出番は非常に多いんで

すが、これも参考にさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 26番、菊地弘明君。 

○２６番（菊地弘明君） 中学校においては、やは

り性についての正しい知識を持ってもらおうとい

うようなことで、全校生徒を対象にした性教育に

取り組んでいるということでございますけれども、

やはりこういう中で、この養護教諭のかかわりと

いうものが、産婦人科などの専門家を講師に招い

て、養護教諭が授業の企画、立案にまで携わって

いるということで、養護教諭が学校経営に参加す

ることで、子供だけでなく教職員の健康の向上に

もつながっていると。保健問題には心と体、両側

面のコーディネートも必要であると。養護教諭が

その役割を率先して担うことで、健康教育の風を

学校全体に広げていくというふうに結んでいるわ

けでございます。 

  いろいろ質問させていただいたわけでございま

すけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げま

して、私の一般質問を終わらせていただきます。

本当にありがとうございました。 

○議長（髙久武男君） 教育長。 

○教育長（渡辺民彦君） ただいま養護教諭の役割

について申し上げたわけですが、何校かで養護教

諭が保健主事を兼務していると、こういうことを

今情報を得ました。私も１校、２校は知っておっ

たんですが、そういう実態にございます。 

○議長（髙久武男君） 以上で、26番、菊地弘明君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 水 戸   滋 君 

○議長（髙久武男君） 次に、20番、水戸滋君。 

〔２０番 水戸 滋君登壇〕 

○２０番（水戸 滋君） 議席番号20番、水戸滋で

す。 

  一般質問３日目、最後の登壇となりました。お

疲れとは思いますが、しばしの間おつき合いをお

願いしたいと思います。 

  師走に入り、残すところわずかとなりました。

この時期になりますと、ことしの重大ニュースが
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報じられ、国内外のいろいろな話題となってきま

す。今年度この１年においても、海外においては、

何といっても北朝鮮のミサイルの発射や核実験が

真っ先に思い出されます。実は10月25日に、私、

海上自衛隊の観艦式の練習公開に参加をしてまい

りました。ことしはいつもの観艦式とはちょっと

艦の数が減りました。実はやはり北朝鮮の問題で

あります。イージス艦等においては、佐世保の軍

港あるいは日本海配備という形で今回の観艦式が

行われたということで、大変緊迫する中、海上自

衛隊の方々の演習を目の当たりにしたところでご

ざいます。そういう点から、私にとって、この問

題が本当に身近な問題となったところでございます。 

  国内に目をやれば、耐震偽装問題やライブドア

問題、さらに、談合による県知事の逮捕、自然災

害では竜巻の災害、殺人、いじめ、自殺問題、飲

酒運転問題なども大変重い、暗い話が続いており

ます。明るいニュースでは、秋篠宮家に悠仁親王

の誕生、ＷＢＣに日本代表チームの優勝、ハンカ

チ王子で話題になった高校野球の決勝など、さわ

やかな話題もあります。私にとって、地元にとっ

て、安倍内閣発足により渡辺喜美内閣副大臣の誕

生も、また就任もその一つに挙げたいと思います。 

  学校体育を応援する、また支援をする私にとっ

て、先日行われた関東中学校駅伝競走大会、本市、

那須塩原市も主催者、また支援をされての地元大

会でもございました。本県の中学校の優勝あるい

は入賞、特に地元中学校の頑張りに感動をしたと

ころでございます。また、那須拓陽高校のアベッ

クでの全国高校駅伝大会に出場するということも

大変うれしい話題であります。都大路に那須塩原

市の名の入った応援のぼり旗の前を走る選手をぜ

ひ見たいものであります。 

  さて、今回の一般質問は、９月議会以降、何点

か市政について感じられた点がありますので質問

をするわけでございます。 

  それでは、質問事項に入ります。 

  まず、１として、市主催の式典、祭典、各種大

会について。 

  ①は、11月２日に行われた市主催の表彰式であ

ります。各界の功労者表彰式でありますが、式典

の規模、招待者等についてどのように検討がなさ

れたか伺うものであります。 

  昨年度、平成17年度は合併１周年記念式典にお

いて、各功労者、表彰者が行われたわけでありま

す。余りにも式典に差が感じられたので伺うもの

であります。 

  また、その他各種祭典、各種スポーツ大会につ

いても同じような形でお伺いをしたいと思います。

祭典として挙げるなら、市慰霊祭、各種の祭りや

文化祭、スポーツ大会では第１回ハーフマラソン

大会等であります。 

  ②は、その式典や祭典、また各種大会等におけ

る弁当・飲み物等の提供についての考え方につい

て伺うものであります。 

  次に、２として、市の知名度を生かした産業の

取り組みについて伺うものであります。 

  今回、市の知名度と入れた質問をしたわけであ

りますが、10月６日付の読売新聞栃木版に、「栃

木の町は魅力がない？」と題して記事が載ってお

りました。そこには、本県14市の魅力度ランキン

グが公表されていました。この記事は、私を初め

多くの方がごらんになったと思います。民間のコ

ンサルタント会社、ブランド総合研究所が８月に

全国779全市を対象に、インターネットを使って

知名度、魅力度、イメージ、観光経験、それから

居住経験など全103項目にわたりアンケート調査

をし、全国の消費者２万4,536人からの回答をも

とに順位をつけたとされております。 

  順位は日光市が31位、我が那須塩原市は78位で、
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本県２市だけが100位以内となっております。ギ

ョウザ、ジャズ、カクテルの町、県都宇都宮は

116位であります。ちなみに、隣の大田原市は558

位となっております。魅力度78位、那須塩原市の

知名度を踏まえて、次の産業について何点かお伺

いをするものであります。 

  ⑴温泉観光、⑵農業については、きょう山本議

員の質問があったわけでありますけれども、重複

をするわけでありますけれども、再度お聞かせを

いただきたいと思います。 

  ①は、開湯1,200年記念事業の成果についてお

伺いをいたします。 

  ②は、記念事業後の温泉地の課題と展望につい

て伺うものであります。 

  ⑵農業について。 

  ①は、畜産物（生乳、肉牛）の産地としての取

り組みについてであります。 

  また、その他の農産物づくりの考え方もあわせ

て伺いたいと思います。 

  最後に、商業についてであります。 

  東那須の産業団地のアウトレットモールであり

ますが、この件につきましては私で４人目の質問

であります。中身についていろいろお聞かせをい

ただきたいと思います。再度伺うものであります。 

  進出計画の課題と展望についてであります。 

  ②は、団地周辺のアクセス整備について伺うも

のであります。 

  以上２項目、９点についてお伺いをいたします。 

○議長（髙久武男君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  20番、水戸滋君の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 20番、水戸滋議員の市政一

般質問にお答えをいたします。 

  私からは、２の市の知名度を生かした産業の取

り組みについてお答えをいたします。 

  初めに、開湯1200年記念事業の成果についてで

ございますが、本事業につきましては、昨年６月

に実行委員会を設立し、各種事業を展開したとこ

ろでありますが、その中で10月８日、９日に開催

いたしました記念祭につきましては、多くの皆さ

んに参加をいただき、那須塩原市のイメージアッ

プ、さらには塩原温泉の知名度のアップにつなが

ったものと考えております。 

  この事業につきましては、まだ継続実施中であ

りますので、総合的な成果につきましてはまだ申

し上げる段階ではございませんが、現在までの取

り組みの中で申し上げますと、市民の皆さんや市

内各種団体のご支援によりまして、さまざまな事

業が展開できたこと、さらには、市内外に大いに

アピールができたことなど、那須塩原市のイメー

ジアップや塩原温泉の知名度アップに大いにつな

がったものと考えております。 

  次に、②の記念事業後の温泉地の課題と展望に

ついてでございますが、事業後の温泉地の課題と

いたしましては、多様化する観光ニーズへの対応

や交通網の発達に伴う広域観光化への対応、さら

には、地域間競争の激化への対応などが挙げられ

ますが、これらへの対策といたしましては、地域

内の観光事業者等が地域に誇りを持ち、それぞれ

が連携、団結し、地域を盛り上げるかであると認

識をしておりますので、市といたしましては、塩
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原温泉が開湯1200年記念事業を足がかりとして、

観光産業に携わる事業者のより一層の機運の醸成

を図り、温泉街の再生に向けて関係機関との連携

を強化しながら観光振興を図れるよう支援をして

まいりたいと考えております。 

  次に、⑵の①についてでありますが、畜産物の

産地としての取り組みにお答えをいたします。 

  生乳につきましては、産出額が本州において第

１位であることから、本州一の生乳の産地として

ＰＲを行っているところであります。ＰＲの方法

といたしましては、市のホームページや広報紙へ

の記載、イベントや会議時に牛乳とチラシの配布、

牛乳の缶バッジの着用などを行っております。 

  本州一の生乳の産地であることをＰＲすること

で、牛乳、乳製品の消費拡大とともに、特産品と

して市の活性化につながるよう取り組んでまいり

たいと考えております。 

  肉牛につきましては、県内の和牛ブランドとし

て「とちぎ和牛」がありますが、商標法の改正に

より地域団体商標制度、いわゆる地域ブランドの

取得が容易になったことから、那須野農協が地域

ブランドとして「那須和牛」の商標登録の申請を

しておりますので、那須野農協とも連携を図りな

がら、「那須和牛」が地域の特産肉となるよう取

り組みをしてまいりたいと考えております。 

  また、その他の特産物づくりの考え方につきま

しては、現在、県を代表する塩原地区の高原ダイ

コンやホウレンソウなど既存の特産品の維持、振

興を図っていく必要があるものと考えております。

さらには、高冷地での栽培に適している夏秋どり

イチゴの「とちひとみ」につきましても圃場試験

栽培が軌道に乗り始め、一部出荷を始めたところ

でありますので、新たな特産品として、今後一層

の支援を検討してまいりたいと考えております。 

  一方、米の生産調整の一環として転作田を活用

した農産物の産地づくりも推進しておりますので、

市といたしましても、関係機関と連携を図りなが

ら推進をしてまいりたいと考えております。 

  次に、商業についての①でございます。東那須

産業団地へのアウトレットモール進出による課題

と展望についてお答えをいたします。 

  課題につきましては、交通の渋滞をいかに緩和

するか、また、モールの利用客をいかに地元商店

街へ誘導をするか、さらに周辺の環境との調和を

いかにとるかなどが考えられます。展望につきま

しては、やはり首都圏から多くの利用客が訪れる

ことで、塩原、板室などの観光地の活性化が図ら

れることに加え、地元からの雇用が見込まれるこ

となどが考えられます。さらに、地場産品を紹介

するような仕組みができれば、市内産業の活性化

が図られ、那須塩原市の知名度アップにもつなが

るものと考えております。 

  ②の工業団地周辺のアクセス整備につきまして

は、６番の相馬義一議員の質問に答えたとおりで

ございます。 

  このほかにつきましては、企画部長より答弁い

たさせます。 

○議長（髙久武男君） 次に、企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 市主催の式典、祭典、

各種大会についてお答えを申し上げます。 

  市表彰式は、那須塩原市表彰条例に基づきまし

て、本市の地方自治、保健・衛生の増進、消防・

防災・交通安全など市政の発展のために特に顕著

な功績のあった方々や本市に多額の金品を寄附さ

れた方々を表彰するために実施するものでござい

ます。 

  新市といたしましては、平成17年度から実施を

したところでございます。平成17年度の表彰式は

合併１周年記念式典とあわせて、来賓として県知

事、国会議員、県議会議員など、さらに招待者と
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いたしまして市議会議員、農業委員や行政区長、

自治会長、消防団などにご案内を差し上げ実施を

いたしました。今年度の表彰式は、新市になりま

して２回目ということで、記念する節目というこ

とではございませんでした。表彰式だけの開催と

したところでございます。 

  このようなことから、式につきましては、表彰

者62名のほか、来賓といたしまして国会議員、県

議会議員、名誉市民、招待者といたしましては市

議会議員の方々にご案内をさせていただき、開催

したところでございます。 

  表彰式につきましては、これからも５周年、10

周年といった節目の記念すべき年には、記念式典

とあわせて表彰式を実施したいというふうに考え

ております。通常の年につきましては、表彰式の

みの開催としていきたいというふうな考えを持っ

ております。 

  続きまして、表彰式以外の各種祭典等について

お答えを申し上げたいと思います。 

  主な催し物ということで、那須塩原市開こん記

念祭、西那須野ふれあいまつり、塩原温泉開湯

1200年祭、那須野巻狩祭り、西那須野産業文化祭、

那須塩原ハーフマラソンなどにつきましては、そ

れぞれ実行委員会が組織され、来賓、招待者等を

含めた検討が行われ開催されている状況にござい

ます。 

  次に、式典等における弁当・飲み物についてで

ございますが、式典等における弁当・飲み物の配

布につきましては、合併時の旧市町のすり合わせ

によりまして、原則として弁当・飲み物は配布し

ないということにしたところでございます。この

ため市が主催で実施した表彰式におきましては、

弁当・飲み物は配布をしておりません。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 慰霊祭のご質問が

ありましたので、私の方からお答えを申し上げた

いと思います。 

  戦没者追悼式につきましては、平成17年度、18

年度、本年度で２回目を迎えました。来賓としま

して市議会議員、県議会議員、それから国会議員、

民生委員の代表等で44名の方にご案内を申し上げ

たところであります。 

  なお、当日、遺族会の会員が約200名ほど出席

をしております。 

  この中身ですけれども、経費的には生花代、そ

れから会場へのバスの借り上げ料、それから昼食

も用意をしたところであります。この戦没者追悼

式につきましては、市及び遺族連合会の共催で実

施をしているところであります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それでは、１番の式典、

祭典、各種の大会ということでお伺いをいたしま

す。 

  今の答弁をお聞きしますと、昨年は記念式典で

あるということで、ことしは２年目ということで

ありますので、昨年の規模ではとても対象になら

ないような規模であったということは、私もわか

ってはいるわけであります。記念式典として、こ

れからは５年、10年というスパンでやっていくと

いうことでございますけれども、まず、出席者、

招待者でありますけれども、当然表彰を受ける側

というのがございます。その各界においての功労

者に贈るものであります。これは条例に基づいて

おりますから、何の問題はないわけでありますけ

れども、その団体なり、あるいはそこに関係した

者が表彰を受けるわけでありますから、当然その

団体の方々も呼んでしかりではないかなと、私は

こう思うのであります。 

－229－ 



  一つ例に挙げますと、西那須野地区の学校医の

15年というものがございます。こうした方に、お

医者さんですね。あるいは歯科医であります。そ

うした方が表彰を受けるのでございます。やはり

ひとつ世話になっているというか、自分の診てい

る学校の関係者も来ていないと。これは受ける側

にとっても、私らたまたま議会は招待という形に

なったわけでありますけれども、余りにもお粗末

ではないかなと、私はこう思うのであります。 

  やはり功労にあったものに対する表彰ですので、

その団体あるいはそれに関係する方もやはり一堂

に会して表彰するのではないかな、こう考えてお

りますけれども、執行部の考えとしてはいかがな

ものでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） 大変貴重なご意見をい

ただきました。確かに市表彰式、私どもの那須塩

原市にとっては大変重要な位置づけを持っている

というふうなものは間違いなく認識をしていると

ころでございます。 

  今年、18年度の表彰式として実施をしましたも

のが、固定ということではございません。今、水

戸議員の方から貴重なご意見をいただきました招

待者のそういった選定等々につきましては、表彰

を受けられる方々の所属をしております各種団体、

そういったところの代表者ですとか、そういった

ものについても来年度に向けた形での検討という

ようなものは考えていきたいというふうに考えて

おるところでございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そういう形で、より多く

の方に、受ける側も喜んでもらえる形でこうした

イベント、式典というものをやはり持っていただ

きたいと私は思うものでありますので、よろしく

その辺のところは来年度に向けて考えていただき

たいと、こう思います。 

  次に、各種大会でありますけれども、それぞれ

の実行委員によって立ち上げて行っているという

ことであります。各種地区のお祭り等については、

その実行委員会が主になって、その実行委員の方

から招待者や、あるいはその式典の、あるいは祭

典の催し物等についても審議をされて進められて

いるところでありますけれども、この辺もやはり

多くの方に来ていただく。あるいは各地区の催し

物であっても、新生那須塩原市、これを一つと考

えれば、そうした祭典も交流があっていいのでは

ないか。片や巻狩祭り、産業文化祭、同じような、

１週間ずれてはいますけれども、同じように多く

の人を呼んで、みんなでその祭りを楽しむという、

こういう観点からすれば、やはり巻狩祭りも西那

須の方に出向く、産業文化祭の畜産フェアも黒磯

に出向くと。そうした交流も行った中で、こうし

たイベントの一体感、市民の一体感というものは

生まれてくると思うんでありますけれども、その

点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） おのおの合併前に実施

をしておりましたお祭り、催し物等々、それの交

流というふうなものだというふうに理解をしてお

ります。お祭りの統一、そういったものにつきま

しては、合併の経過の中でもいろいろ意見が出て

きておりました。まだまだそのままの形で実施を

してきた経過といったものがございます。やはり

今後、歴史のあるそういった催し物でございます

ので、十分に内容を精査しながら、全体的な市の

お祭りというふうな位置づけを持てるような形の

ものも必要なのではないかなというふうに考えて

おるところでございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 開墾記念祭、ことし催し
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２年目でありますけれども、やはり各学校、全域

の小学校を入れて盛況に行ったと。なおのこと、

参加をした、参列をした児童生徒も、この合併の

本来の意味、開拓で結び合っているという、この

意味もある程度認識をしたということがございま

すので、ぜひ交流の場として、そうしたイベント

のあり方というものを考えていただきたい。 

  来年は３年目でありますので、もうそろそろ交

流があってもいいのではないかなと私は考えます

ので、その辺のところもよく考えて、来年度実行

委員の方にはその旨伝えて、執行部も主導となる

ところでありますので、ぜひその辺のところも考

えていただきたいと思います。 

  次に、今回ハーフマラソンについては、やはり

実行委員会というところで立ち上げていると。実

は春の塩原においては湯けむりマラソンと。これ

は観光協会が主でやっている。そうしたところ、

やはり産業観光部、我々議員も常任委員会は案内

を受けると。片やハーフマラソンは実行委員会が

立ち上がっても、髙久議長のコメントはあるけれ

ども、議員だれとして呼ばれていないと。この辺

も第１回でありながら、なぜこういう結果が生ま

れたかなと。やはり第１回からして、市民も我々

議会も一緒になってこうしたイベントを催してい

く、あるいは考えていくという点から、これは少

し違うのではないかなと私は感じているんですけ

れども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ただいまご指摘あった

とおりでございます。というのは、第１回という

ことになっておりますけれども、ベースになった

のが、たまたま旧黒磯市で実行していた歴史の中

でずっとやってきたと、こういう事情がありまし

て、そういう中で大会役員さんはもちろん顧問と

かいろいろおりますけれども、今、議員おっしゃ

ったような市民といいますか、各種団体等々のご

招待はしておりません。そういうことで、今後検

討させていただければと。いずれにしましても、

市としてやるわけですから、その辺もベースとし

て考えていきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） どうぞそういう形で我々

議会もやはり応援をして、一緒になってそうした

取り組みを行っていきたいと考えておりますので、

その辺のところも、今後の大会等についてはお考

えをいただきたい。 

  ハーフマラソン大会についてでありますので、

少し中身についてもお伺いするわけでありますけ

れども、今回は、我々議会は案内等がないと。実

は大田原マラソン、これ19回も行っている。こと

しからは車いすのマラソンも行っているという形

でありますけれども、その中の大会役員等を見て

も、議員は参与という形で協力をして大会が運営

されているということもございますので、その辺

も十分考慮していただきたい。あるいは考えてい

ただきたい。 

  実は、地元那須塩原市というこのハーフマラソ

ンでありますけれども、私は、以前からこうした

大会には名誉ランナーをつけろと。これは極端な

言い方でありますけれども、地元にはソウルオリ

ンピックを経験された阿久津浩三選手、あるいは

厚崎中学校を卒業されて、拓陽で実績を残されて

三井住友海上で走っている渋井陽子選手、これは

現役でございますけれども、そうしたランナーが

いるわけであります。渋井選手におかれては、２

時間20分を切る日本記録も達成したという選手で

ございます。ぜひそうした選手も走っていただけ

るということは、これはこの時期でありますので

当然現役の選手は無理でありますけれども、やは

り名誉ランナーとしての称号を与えるとともに、
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こうした大会の目玉となると、これは失礼かもし

れませんけれども、そうした形できちっと地元の

選手というものの価値というものを、やはりうた

ってあげるのがいいのかなと思います。 

  実は先ほど、前段でお話ししました、これは関

東中学校のプログラムでありますけれども、この

中にも、やはり栃木を代表して、この地で走った

渋井陽子選手のコメントが出ております。これは

当然参加をしておりませんけれども、こうした子

供たちの大会にしっかりとした形で応援をしてい

るということがございますので、ぜひハーフマラ

ソン等においても、真のシンボルとなる、陸上界

のシンボルとなったこうした選手も、ぜひ名誉ラ

ンナーとして称号を与えておいてもいかがかと私

は考えますので、その辺のところも、これは答弁

ということにはいきませんので、お願いをしたい

と、こう思うわけであります。 

  次に、やはりこの後の２番の方に移りたいと思

うわけでありますけれども、お弁当・飲み物、市

主催のものはこれは出していない。しかし、先ほ

ど福祉部長の話だと、協賛については、やはりお

弁当も出るということでございます。市主催とあ

るいは団体主催という形、協賛もそちらの部類に

入るのかなと、こう理解せざるを得ないですけれ

ども、その辺のところの共催という形の市共催と

いう形はどのようにこれから扱うのか伺いたいと

思います。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（君島 寛君） それでは、私どもの方

から市表彰式についてちょっと申し上げたいと思

いますが、平成17年度３月に、18年３月24日に記

念式典を行ったものにつきましては、合併記念式

典と、それから表彰式を２つ合わせたという状況

にございました。時間的なものとして、やはりお

昼を超えてしまうというふうな状況にございまし

たので、昨年につきましては昼食、飲み物等の用

意をさせていただいた経過がございました。本年

度につきましては、午前中というふうなこともご

ざいまして、昼食については、先ほど申し上げた

ような考えから、昼食は用意をさせていただかな

かったという経過がございました。 

  この辺のところにつきましては、時間的な問題

も多々あろうというふうに思っております。その

辺のところでまたがってしまうような場合には、

やはり昼食等々も必要な場合も出てくるのかなと

思っておりますし、今後は、これから十分に時間

の流れの中でのお話になってこようかと思います

けれども、検討の余地は、その辺のところにあろ

うかなと思っております。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 考慮の余地といいますか、

考えていくということでありますので、ぜひその

辺のところもしっかりとしたものをつくり上げて

おいていただきたい。この１番の項目は、やはり

いろいろな市の行事、あるいは実行委員会の催す

行事、これにつきまして、やはりある程度の基本

となる線だけは、しっかりつくっていただいて、

今後のそうしたイベントあるいは式典の取り組み

についてしていただきたいといいますか、お願い

をしたいところであります。 

  それでは、２番の知名度を生かした産業につい

てということに移りたいと思います。 

  まず、市長から答弁をいただいたわけでありま

すけれども、まず、市長にお伺いしたいんですけ

れども、知名度78位、魅力度といいますか、これ

を市長、どうとらえていますか。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 対象になったのは多分市だ

けだったのか、市町村か私はわかりませんけれど
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も、市だけにしても、そんな低い順位ではないと

いうふうに認識をいたしております。しかし、こ

れでよいという考え方はございません。やはり首

都圏にも近い、しかも温泉観光地を控え、さらに

は、産業立地条件も私はさほど悪いとは思ってお

りませんので、ぜひ多くの方々がこの地域にもっ

と魅力を感じてもらいたいなというふうに思って

おりますし、そうするためには行政といたしまし

ても、やはり努力をしていかなければならないと

いうふうに認識をいたしております。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 低くないと、私は高いの

かなと思ったんですけれども、栃木県で２市とい

うことで、観光地、世界遺産の日光と那須塩原と

いう、同じ観光という部分ではかなり重い位置に

というか、本当に重要な位置にいるのかなと思う

わけでございます。 

  しかし、実際にこの中を見ますと、観光では50

位以内に入っていないんです。これはというもの、

いろいろな130の項目ですから、その中での順位

づけであります。まず、この観光の資源という形

で調査した中で、何といっても一番多いのは自然、

緑が豊かであるということは、これ全体の103の

項目あるいは順位をつけた中で一番点数の高い部

分というのは、あるいは消費者が魅力を持ってい

るというのは、やはり自然や緑が豊かだというこ

と。これが一番ポイントが高いんです。それから、

歴史がある、食事がおいしい、それから風情が、

景観、景色もありますけれども、その辺がやはり

上位に来るということでございます。 

  やはり那須塩原市、市のこれにあるように、本

当にこの自然というものを生かしていくのがまず

一番だろうと、こう思うんです。まだまだしかし、

78位と言わず50位以内にも入るような要素は持っ

ていると思うので、それをまず最初に市長のその

78位という位置ランクをお聞きしましたので、次

の温泉観光について、まず触れていきたいと思い

ます。 

  開湯1200年ということで、まだイベントは続い

ていますということで、年度途中でありますので、

この事業はまだまだ続いているということであり

ます。総合的に今までのイベントを見てくると、

やはり新宿でのＰＲ、あるいは湯っ歩の里の足湯

の開設といいますか、こうしたものを手がけて実

際動かれると思うのでありますけれども、湯っ歩

の里もかなり実績というか、よい傾向で利用され

ているということでありますので、その辺のとこ

ろは今どのくらいの数値で見ているか、おわかり

になりましたらお答えを願いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 細かい数字はまだ

つかんではいないんですけれども、今年中に10万

人は突破するというような状況になっております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ８月から開設して、年内

もう10万人という、本当にいい実績でないかなと

思うわけでありますけれども、これから寒い時期、

観光地としてはなかなか厳しい時期、その辺で第

三セクター等のスキー場もありますから、その辺

のところのお客さんがどうかといっても、あそこ

は５時で閉まってしまうので、そうした５時でそ

この場所を閉めてしまうという形で、いろいろ問

題等の一つだと思うんでありますけれども、そう

した苦情といいますか、お願いといいますか、そ

うしたものは産業部としてはどのようにとらえて

いますか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） まだ冬場の方は実

際にやっていないものですから、そこら辺は状況
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的にはつかめないわけですけれども、ただスキー

客の利用等については、私どもも相当見込んでい

ます。ただスキー場の現在の帰りが相当スキー客

は早いものですから、３時あたりにスキー場を去

って、あそこに寄っていくというお客も相当見込

んでいるわけなんですけれども、実際にこれから

やってみないとわからないものですから、それら

が余り私どもが思っているような状況になってい

れば、ある程度その時間等も今後検討していかな

ければと、そのように考えております。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 確かにこれから冬場とい

うものを乗り越えて、また違った実績が出てくる

のかなと思うわけでございます。 

  先ほど山本議員のところでもお答えになりまし

た今年度以降という形で、実行委員会を継続しな

がらいくのではないかなと私は考えているのであ

りますけれども、邦楽のコンサートあるいは平安

絵巻の古式湯祭り、流し踊りと、これは今までど

おりのやつの充実を図っていくのかなと思うので

ありますけれども、地元観光協会とか、地元はま

たこのほかに、実行委員とともに何か立ち上げる

というようなものはあるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 実は塩原温泉の旅

館関係の青年層で立ち上げた事業がございまして、

今、第２回ほど開催しているんですけれども、健

康増進宿泊プラン企画委員会というものを各旅館

の青年層で立ち上げております。その内容につい

ては、要するに今各旅館、ホテル等についても健

康指向の食品、料理等、そういうものが目的でも

ってやってくるお客も相当いるものですから、そ

こら辺をとらえるために、その検討委員会ではヘ

ルシーメニューとか地産地消、温泉療養等々の事

業内容について現在検討委員会の中で検討してい

る。そういう事業を立ち上げております。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ②の生産、牛乳を初め農

産物とのかかわりも出てくるわけでありますけれ

ども、地元として青年組織がそうした形で新たな

充実を図られているという形ができているようで

ありますので、その辺をやはりしっかりと応援を

していければなと思うのでありますけれども、そ

れと、やはり開湯1200年祭、あるいはこうした温

泉場の利用客をふやすというのには、まずマスメ

ディアの利用ということがございます。特に新宿

のＰＲというのは、これはマスメディアにＰＲを

して、この開湯1200年というもののＰＲをしたこ

とでございます。そうしたマスメディアとか都心

とか、全国各地には浸透されていると思うんです

けれども、なかなか地元が、1200年祭が終わって

もなかなか地元というものが、私も前回質問の中

に入れてきましたが、地元のという話の中で、ま

だまだ地元も一緒になってという形が見えてこな

いのかなと思うんですけれども、その辺のところ

は現在どのようにとらえていますか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 1200年の実行委員

会の中にも、そのような話が出たこともあります。

また、先ほど東那須産業団地のアウトレットモー

ル等の来客見込みが約400万人以上いるというこ

と。その観光客をいかに塩原温泉、板室温泉にと

らえるかということも必要な部分であります。そ

こら辺も含めて、それぞれの板室、塩原温泉の中

で十分に検討していきたい、そのように考えてお

ります。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうしますと、商業の方

までかかわってきてしまうので、１番の温泉はこ

の辺にして、次に移っていきたいと思うんであり
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ますけれども、生乳生産にあっては全国日本一、

きょうも私も着けてきました全国の産出額本州一

ということで、このバッジも大いに利用してとい

う形で、ある程度ＰＲを図ると、そう企画では考

えているということでありますけれども、こうし

たバッジも、これからは、まだまだこれは議会サ

イドとか各限られたところでありますけれども、

こうしたバッジを今後どういうふうな形でＰＲ活

動、あるいは個数的にも、あるいは全国に向けて

使っていくのかなということも考えますので、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 一応18年度につき

ましては、予算も関連するものですから、配布促

進については市の職員、市議会議員の皆様、市内

の酪農協団体、あとは那須拓陽関係の畜産関係の

モーモークラブというのがあるんですが、その生

徒、顧問、あとは稲村小学校の３年生の酪農研究

グループ、21名おるものですから、そこら辺に配

りまして、18年度は約1,000個ほどをつくってお

ります。今後、来年度におきましては、一応市全

体の特に市内の小学生の３学年、要するにそうい

った教科の勉強をする時間等があると聞いており

ますので、そこら辺に配布をするのと、あとは各

イベントがございます。市で開催しております。

そのイベント等の大会役員等に配布等を考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうした形で、正式名称

はこれ何とお呼びしたらいいんでしょうか。私は

自称モーモーバッジと勝手につけたんですけれど

も、今聞くと、拓陽高校のモーモークラブがある

というので、私の名前でもこれまんざらでもない

なと思っているんですけれども、これはいろいろ

な子供たちもこれからそうした産業ということを

やっていく中で、こうしたバッジの名前もいいネ

ーミングをつけられて考えていただきたいと、こ

う思うわけであります。 

  あと、ことしやはり消費拡大ということで、ど

うしても牛乳が余ってしまうという形で、酪農家

にとっては大分厳しい年ではなかったかなと思う

んですけれども、現在の酪農の生乳というものは

どういうふうな状況下にありますか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） その前に、先ほど

小学校云々の配布を私の方から申し上げたんです

が、これは教育委員会とまだ相談をしておりませ

んので、ひとつできれば削除をしてもらいたいと

思います。 

  あと、酪農関係のもの、生乳関係の乳代等につ

いては、４月から変わっておりません。逆に、本

年の乳量については下がっているのが現状でござ

います。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 乳管理等にはそうした影

響はないと思います。やはり消費がはけないこと

には、この問題解決にはならないと思うんです。

市のイベント、あるいは会議での生乳のある程度

の利用というものでＰＲを図るということ、ある

いはインターネット、ホームページ等で日本一と

いうものとともにＰＲを図るということでござい

ます。 

  やはりここにかかわってくる生産者あるいは生

産団体、特に酪農協は本市は４酪農協だと思うん

です。栃酪、酪栃、それから北那須、それと箒根

と、こうしてあるわけですけれども、こうした酪

農協間あるいは生産者と、あるいはこうした相互

農協あるいは市の産業と、こうした連携というも

のは、今どのような状況下にあって、こうしたイ
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ベント等の取り組みがなされているのか、その辺

のところを少し詳しく説明願いたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 各酪農協と行政等

の事業等の連携等については、十分な連携をとり

ながら、実際実施をしております。那須塩原市の

畜産振興課の中に酪農協のメンバーも入っており

ますので、畜産振興課の事業等については、それ

ぞれが協力しながら実施をしています。また、各

イベント等の牛乳の無料配布等については、各酪

農協でそれぞれご相談をいただきまして牛乳の品

物を出してもらうといったような、イベント時に

はそのような事業もやっております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり連携のもとに、こ

の問題について取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  また、乳価には宣伝費といいますか、酪農普及

協会という全国組織で、やはり牛乳のＰＲという

部分が多分含まれてくるんですね。だから、それ

がなかなかマスメディアの中でメーンの時間にや

はり流されないというのが、これは一番きついの

かなと、消費拡大にテレビ等を通じて牛乳のよさ

というものを全国の消費者に向けて発信されれば、

まだまだ伸びるのかなと考えております。 

  生乳については、これからも全国日本一という

肩書があるわけですから、やはり地元の酪農とい

うものを守る意味、あるいは牛乳を消費するとい

う意味でも充実した活動をしていかないとならな

いと思うので、その辺のところも、執行部とも所

管課とも十分精査して進めていただきたいと思い

ます。 

  次に、肉牛でありますけれども、先ほどの市長

答弁の中でとちぎ和牛の、要するに地域ブランド

化、那須牛であります。那須の農協が主体となっ

て肉牛部会といいますか、そこが主体となってや

はりブランド化を進めているということでありま

す。どうしても那須牛のごく一部の大田原牛とい

う、これが非常にすごい位置にいますので、どう

もそこがメーンかなと錯覚をするのでありますけ

れども、やはり那須牛の特Ａのランク５ですね。

Ａランク５ですから、基本は那須牛なので、やは

り那須牛というＰＲ、これを充実していっても大

田原牛に負けない、遜色のない肉質のものが出回

っているわけでありますから、この地域ブランド

の那須牛というものをやはりしっかり充実をして、

産地化していただきたいと、こう思います。 

  また、特産物については塩原における高原ダイ

コンあるいはホウレンソウということであります

が、高原の野菜等の充実ということでありますの

で、こうしたものを温泉等の利用、地産地消とい

うこともございますので、そうした面からも、ま

たブランド化にもなっているものですから、また

さらなる充実を図っていただきたい、そう思いま

す。 

  あと米づくりで、先ほど産地づくりという話が

少し出てまいりました。また、イチゴについても

研究段階でということでありますので、米づくり

の産地化づくりについてもう少し詳しく、あるい

はイチゴ、これからどういうふうな形で、市の園

芸農家でどの辺のところまで取り入れて研究なさ

れているのか、わかりましたらお聞かせください。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは、最初に

夏秋イチゴ関係の状況を申し上げたいと思います。 

  18年度につきましては、那須塩原市で６名の方

が取り組んでおります。その中で那須温泉等のホ

テル等に若干商品として出している、出せるよう

になった農家もございます。過日、協議会が行わ
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れまして、来年に向けた話し合いの中で、那須塩

原市につきましても６名の方が来年度に向けても

やっていくということで、19年産の親株の配布が

実施されたところでございます。これらにつきま

しても高冷地のイチゴということで、那須塩原市

でいえば標高500以上が適地とされておりますの

で、そこら辺で旧黒磯の戸田、百村、鴫内、湯宮、

塩原地区の野菜産地等で取り組めればと思って現

在までやっているわけなんですけれども、なかな

か技術的な問題もあろうかと思いますが、この辺

がまだ普及しないのが状況でございます。いずれ

にしても、来年取り組むこういった農家について

は、ある程度施設面で、市としても支援できれば

支援していきたいということで今考えているとこ

ろでございます。 

  野菜の振興ですが、要するに米の転作について

野菜を作付する場合に、市の野菜の奨励品として、

現在11品目を奨励品として奨励をしております。

それらについても、転作田の作付に対して野菜の

振興を図っているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） イチゴにつきまして、や

はり高冷地というか500ｍ以上というか、その辺

が適地だということで、資材等によってある程度

のカバーという、やはり現在原油高というその地

域にどうしても原油は使うというか、燃料ですね。

この辺のところはやはり使ってつくらなければで

きないのかなという地域でもございますので、か

なり高い、本当にブランド物になってしまうのか

なと私は思うのであります。 

  あと、米づくりは休耕田ということであります

けれども、米自体もなすひかりといいますが、中

央から北にかけて新たなコシヒカリを原種とする

新しいまた品種等が出ているようでありますが、

その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 現在、なすひかり

というものを去年あたりから特に力を入れて推奨

しているわけなんですけれども、現在、来年に向

けてもその品種について奨励していきたいと、そ

のように考えております。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはりこうしたものを産

地化、ブランドをやり、とれるぐらいの品質と品

数ということがございますので、やはり充実した

振興策を講じて産地化ができればなと、それを願

って、３番の商業について伺うものであります。 

  アウトレットでありますけれども、これは４人

目でありますので、まず伺うものは、実は県知事

がこちらに見えまして、これは前の方からも言わ

れたのでありますけれども、（仮称）那須ガーデ

ンアウトレットと、こう称して今予定をされて、

書類等が申請をされているということでございま

す。やはり先ほど言いました78位という名前、こ

れからすれば那須塩原ガーデンアウトレットでも

いいのかなと私は思うのでありますけれども、こ

うしたものがやはり設置を予定している企業の方

とのすり合わせなんで、ぜひともこれからある程

度の会議や懇談会や何かなさると思うので、そう

した申し入れというものが可能かどうか、この辺

のところはいかがでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） ちょっと答弁に迷

うわけなんですけれども、なかなか難しい問題で、

多分無理だとは思いますけれども。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 現段階では申請中だの許
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可がおりないとこの事業が取り組めないというこ

とでございますけれども、実はここに佐野市、や

はり平成15年３月に稼働ということでオープンを

しておりますけれども、やはり事業の許可がおり

て、対策研究会というものが立ち上げられ、ある

いはほかのバスの関係のもの、交通アクセスの問

題という、そうしたものも立ち上がってございま

す。それで、やはりこれがもう近々その許可がお

りれば、即座にそうした協議会の立ち上げという

ものが必要かと思うのでありますけれども、現在、

庁内の各課においては、このアウトレットに関し

てどのような会議がなされておるんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） 市といたしまして

は、協議会そのものは、市で現在、企画でありま

す土地利用対策の中でそれを立ち上げております。

実際それでもう協議は行っております。あとは商

工観光課の担当の窓口に専門の係を置きまして、

その地元の商店等の商工会との連絡、そういうも

のの１名を専属に充てております。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 庁内でもやはりその方向

に向けて会議がなされているということでありま

すので、ぜひ許可がおりた時点で、すぐそうした

研究会等の設置とか、そうした申し入れする団体

とか、ある程度のことはつけて稼働されるのかな

と思います。 

  それで、次にアクセス等もございます。先ほど

も出ておりました、どうしても混雑が多いという

ことであります。実は、佐野市もいろいろこの問

題についてはお金をかけて取り組まれている。こ

のアクセスに関しては、現在バスターミナルに乗

り入れということで、佐野のアウトレットに行け

るバスというものが一応７路線ですか。数にして

やはり１日33往復ですか、そうしたものが乗り入

れているということでございます。やはり道路は

もちろんでありますけれども、そうしたものも踏

まえて、これは業者というものが入り、あるいは

那須塩原駅からのということもございますので、

そうしたことももう今の時点からある程度のとこ

ろを押さえておかないと、混雑はもう免れないの

かな、あるいは輸送手段が変わってくるのかなと

思いますので、その辺のところも、これは市民バ

スと全く関係ありませんので、これはアウトレッ

トに行くやつでありますので、その辺のところも

ご検討いただきたいと。これは当然庁舎課の協議

にもやはり出てくるのかなと思いますので、お願

いをしたい。 

  それと、やはりこれに関して先ほども言いまし

たように、那須塩原というやはりブランドを売り

たいという観点から、やはりインターチェンジも

那須塩原インターでもいいのではないか。塩原西

那須インターがあり、那須塩原インターがあり、

那須インターがあると。この３つでおりれば、こ

のアウトレットには来られるよと、そうした考え

もこれ一つではないかなと。やはり那須というブ

ランドがこの78位に位置しているのであれば、そ

うしたものも考える余地ができてくるのかなと思

うのであります。そうしたことをひとつ踏まえな

がら、このアウトレットモールを早く申請がなさ

れて、地元の雇用あるいは中に入る店舗もござい

ますので、そうしたものが見えてくるかなと思う

ので、各部署においてすり合わせをやって、その

辺に向けての意向をお願いしたいと思います。 

  実はこの魅力度とかいろいろ申しましたけれど

も、この総合ブランド研究所、実はインターネッ

トを開いた中で、これは株式会社ブランド総合研

究所、これは103項目の別冊にして、市に向けて

いる別冊のものと個人向けと、いろいろ情報を出
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しているわけです。私もちょっと見てみましたら、

とても政務調査費で買える額ではございません。

ひとつ市の方もそうした内容の中身を見ていただ

いて、この78位というランクがどこの部分でこの

上位を占めているのかな、こうしたものをぜひ執

行部におかれましても押さえていただきたい、こ

う思います。 

  今回は２項目について伺ったわけでありますけ

れども、いろいろ他議員と重なって質問も限られ

たものになったかもしれませんけれども、どうぞ

こうしたものを踏まえて、執行部におかれまして

も取り組まれるよう願って、私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（髙久武男君） 以上で20番、水戸滋君の市

政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（髙久武男君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０２分 
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